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規 則
 

 横 浜 市 地 区 セ ン タ ー 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例 の 一 部 の 施 行 期 日

を 定 め る 規 則 を こ こ に 公 布 す る 。  

   平 成 17 年 ５ 月 13 日  

                 横 浜 市 長  中  田    宏  

横 浜 市 規 則 第 80 号  

   横 浜 市 地 区 セ ン タ ー 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例 の 一 部 の  

施 行 期 日 を 定 め る 規 則  

横 浜 市 地 区 セ ン タ ー 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例 （ 平 成 17 年 ３ 月 横

浜 市 条 例 第 44 号 ） 附 則 第 １ 項 第 ３ 号 に 規 定 す る 改 正 規 定 （ 横 浜 市 浦

舟 コ ミ ュ ニ テ ィ ハ ウ ス に 係 る 部 分 に 限 る 。 ） は 、 平 成 17 年 ５ 月 22 日

か ら 施 行 す る 。  

   附  則  

こ の 規 則 は 、 公 布 の 日 か ら 施 行 す る 。  
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 横 浜 市 地 区 セ ン タ ー 条 例 施 行 規 則 の 一 部 を 改 正 す る 規 則 を こ こ に

公 布 す る 。  
   平 成 17 年 ５ 月 13 日  
                 横 浜 市 長  中  田    宏  
横 浜 市 規 則 第 81 号  
   横 浜 市 地 区 セ ン タ ー 条 例 施 行 規 則 の 一 部 を 改 正 す る 規 則  

横 浜 市 地 区 セ ン タ ー 条 例 施 行 規 則 （ 平 成 15 年 10 月 横 浜 市 規 則 第 93

号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。  
 別 表 中  
「  
 横 浜 市 中 本 牧 コ ミ ュ ニ テ ィ ハ ウ ス  を  
                」  
「  
 横 浜 市 中 本 牧 コ ミ ュ ニ テ ィ ハ ウ ス  
 横 浜 市 浦 舟 コ ミ ュ ニ テ ィ ハ ウ ス   に 改 め る 。  
                」  
   附  則  
 こ の 規 則 は 、 平 成 17 年 ５ 月 22 日 か ら 施 行 す る 。  
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告 示
 

横 浜 市 告 示 第 240 号  

      生 活 保 護 法 に 基 づ く 医 療 機 関 の 指 定  

  生 活 保 護 法 （ 昭 和 25 年 法 律 第  144 号 ） 第 49 条 に 規 定 す る 医 療 機 関

と し て ､ 次 の と お り 指 定 し た 。  

      平 成 17 年 ５ 月 13 日  

                 横 浜 市 長  中  田     宏  

診 療 所 又 は 薬 局  

指 定 年 月 日  名 称  所 在 地 

 

平 成 16 年 11 月 16 日  日 本 医 薬 株 式 会 社 西

神 奈 川 薬 局  

神 奈 川 区 西 神 奈 川 三 丁 目

17 番 地 の 10  

平 成 17 年 ３ 月 １ 日  清 水 歯 科 医 院  港 北 区 太 尾 町 473 番 地  

平 成 17 年 ３ 月 10 日  前 田 歯 科 医 院  鶴 見 区 下 末 吉 一 丁 目 12 番

６ 号 

 同  横 浜 サ ン ク リ ニ ッ ク 中 区 羽 衣 町 ３ 丁 目 76 番 地

の ３ 

平 成 17 年 ３ 月 15 日  小 出 内 科 ・ 胃 腸 科  鶴 見 区 鶴 見 一 丁 目 11 番 17

号  

 同  阪 神 調 剤 薬 局 横 浜 反

町 店  

神 奈 川 区 泉 町 ２ 番 地 の ４

平 成 17 年 ３ 月 18 日  ア イ ン 薬 局 み な と 店 中 区 新 山 下 三 丁 目 １ 番 １

号 

平 成 17 年 ３ 月 22 日  お ざ わ 整 形 外 科 ク リ

ニ ッ ク  

磯 子 区 西 町 12 番 １ 号 

平 成 17 年 ３ 月 23 日  い ず み 薬 局 鶴 見 店  鶴 見 区 鶴 見 一 丁 目 11 番 17

号  

 同  田 辺 薬 局 新 山 下 鴎 店 中 区 新 山 下 三 丁 目 13 番 24

号  

平 成 17 年 ３ 月 28 日  医 療 法 人 社 団 黎 明 会

よ こ は ま 大 塚 ク リ ニ

ッ ク  

神 奈 川 区 東 神 奈 川 一 丁 目

８ 番 地 の ７ 

平 成 17 年 ３ 月 31 日  ク オ ー レ 医 院  神 奈 川 区 松 本 町 ６ 丁 目 45

番 地 の ４ 
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平 成 17 年 ４ 月 １ 日  く ら た 内 科 ク リ ニ ッ

ク  

鶴 見 区 豊 岡 町 ２ 番 ３ 号 

 同  宮 下 ク リ ニ ッ ク  鶴 見 区 豊 岡 町 ３ 番 ７ 号 

 同  シ オ ン 薬 局 神 大 寺 店 神 奈 川 区 神 大 寺 三 丁 目 １

番 14 号  

 同  （ 医 ） 自 立 会 東 神 奈

川 ク リ ニ ッ ク  

神 奈 川 区 西 神 奈 川 一 丁 目

13 番 地 の 12  

 同  横 浜 市 立 み な と 赤 十

字 病 院  

中 区 新 山 下 三 丁 目 12 番 １

号 

 同  阪 神 調 剤 薬 局 横 浜 新

山 下 店  

中 区 新 山 下 三 丁 目 13 番 22

号  

 同  医 療 法 人 社 団 豊 栄 会

藤 が 丘 メ デ ィ カ ル ク

リ ニ ッ ク  

青 葉 区 千 草 台 23 番 地 の ７

 同  木 村 泌 尿 器 皮 膚 科  都 筑 区 茅 ケ 崎 中 央 51 番 １

号 

 同  医 療 法 人 柏 堤 会 （ 財

団 ） 戸 塚 共 立 第 １ 病

院 付 属 さ く ら ク リ ニ

ッ ク  

戸 塚 区 戸 塚 町 116 番 地 の

３ 

 同  有 限 会 社 フ ァ ル マ さ

が み さ く ら ん ぼ 薬 局

戸 塚 区 戸 塚 町 3,884 番 地 の

１ 

 同  す が わ ら 歯 科 医 院  瀬 谷 区 阿 久 和 西 四 丁 目 18

番 地 の 17  

平 成 17 年 ４ 月 ６ 日  ア イ 歯 科 医 院  西 区 北 幸 二 丁 目 ５ 番 22 号

平 成 17 年 ４ 月 ８ 日  み の る 歯 科 医 院  中 区 野 毛 町 １ 丁 目 ２ 番 地
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横 浜 市 告 示 第 241 号  

      生 活 保 護 法 に 基 づ く 施 術 者 の 指 定  

生 活 保 護 法 （ 昭 和 25 年 法 律 第  144 号 ） 第 55 条 に お い て 準 用 す る 同

法 第 49 条 に 規 定 す る 施 術 者 と し て 、 次 の と お り 指 定 し た 。  

      平 成 17 年 ５ 月 13 日  

                                        横 浜 市 長   中  田     宏  

指 定 年

月 日  

氏 名  住 所  

 

名 称  所 在 地  

 

平 成 17

年 ３ 月

１ 日  

尾  鷲  邦  子  金 沢 区 大

道 二 丁 目

24 番 ２ 号

は り ・ ま っ さ

ー じ 処 横 浜 そ

う 快 館  

金 沢 区 釜 利 谷 東

二 丁 目 11 番 ３ 号

 同  宮  尾  泰  子  瀬 谷 区 下

瀬 谷 三 丁

目 18 番 地

の ３  

開 設 な し     ―  

平 成 17

年 ３ 月

15 日  

加  山  繁  浩  神 奈 川 区

大 口 通 10

番 地 の ３

か も め 接 骨 院  神 奈 川 区 大 口 通

10 番 地 の ３  

平 成 17

年 ３ 月

25 日  

前  田    正  青 葉 区 み

た け 台 10

番 地 の 12

開 設 な し     ―  

平 成 17

年 ３ 月

30 日  

月  野  洋 一 郎  旭 区 二 俣

川 １ 丁 目

２ 番 地  

つ き の 整 骨 院  旭 区 二 俣 川 １ 丁

目 ２ 番 地  

 同  遠  藤  光  政  都 筑 区 中

川 三 丁 目

13 番 ８ 号

青 葉 台 接 骨 院  青 葉 区 青 葉 台 二

丁 目 １ 番 地 の １

平 成 17

年 ４ 月

１ 日  

金  澤  仁  一  鶴 見 区 北

寺 尾 六 丁

目 32 番 17

号  

日 吉 整 骨 院  港 北 区 箕 輪 町 二

丁 目 ３ 番 ７ 号  
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横 浜 市 告 示 第 242 号  

生 活 保 護 法 に 基 づ く 介 護 機 関 の 指 定  

生 活 保 護 法 （ 昭 和 25 年 法 律 第 144 号 ） 第 54 条 の ２ 第 １ 項 に 規 定 す

る 介 護 機 関 と し て 、 次 の と お り 指 定 し た 。  

平 成 17 年 ５ 月 13 日  

横 浜 市 長   中  田    宏  

1 介 護 保 険 施 設 （ 介 護 老 人 保 健 施 設 ）  

指 定 年

月 日  

    名  称      施 設 所 在 地  

平 成 17

年 ２ 月

１ 日  

湘 南 グ リ ー ン 介 護 老 人 保 健

施 設 上 郷  

栄 区 上 郷 町 1,045 番 地 の １  

平 成 17

年 ４ 月

１ 日  

介 護 老 人 保 健 施 設 境 木 の 丘 保 土 ケ 谷 区 境 木 町 174 番 地 の １

 同  医 療 法 人 健 水 会 荏 田 介 護 老

人 保 健 施 設 あ す な ろ  

都 筑 区 荏 田 南 町 4,247 番 地  

 同  介 護 老 人 保 健 施 設 恵 の 杜  瀬 谷 区 阿 久 和 南 三 丁 目 29 番 地

の １  

2 居 宅 介 護 事 業 者 ( 訪 問 介 護 )  

指 定 年

月 日  

事 業 者 の 名 称  主 た る 事 務 所

の 所 在 地  

居 宅 介 護 事 業

所 の 名 称  

居 宅 介 護 事 業 所

の 所 在 地  

平 成 17

年 ３ 月

１ 日  

有 限 会 社 タ ト

ラ  

鶴 見 区 東 寺 尾

二 丁 目 10 番 27

号  

無 憂 樹 ケ ア ス

テ ー シ ョ ン ２

鶴 見 区 馬 場 三 丁

目 １ 番 33 号  

 同  ワ タ ミ メ デ ィ

カ ル サ ー ビ ス

株 式 会 社  

東 京 都 大 田 区

羽 田 １ 丁 目 １

番 ３ 号  

ワ タ ミ 介 護 ス

テ ー シ ョ ン 上

大 岡  

港 南 区 上 大 岡 西

一 丁 目 12 番 ３ 号

 同  生 活 協 同 組 合

コ ー プ か な が

わ  

港 北 区 新 横 浜

二 丁 目 ５ 番 地

の 11  

コ ー プ ケ ア サ

ポ ー ト セ ン タ

ー 旭  

旭 区 鶴 ケ 峰 一 丁

目 25 番 地 の ９  

 同  有 限 会 社 ス カ

イ バ ー ド  

泉 区 和 泉 町 7,4

19 番 地 の １  

ケ ア サ ポ ー ト

： な す の は な

泉 区 上 飯 町 4,168

番 地  

平 成 17

年 ３ 月

23 日  

特 定 非 営 利 活

動 法 人 は ま な

す ケ ア サ ポ ー

ト  

金 沢 区 泥 亀 一

丁 目 18 番 ７ 号

特 定 非 営 利 活

動 法 人 は ま な

す ケ ア サ ポ ー

ト

金 沢 区 泥 亀 一 丁

目 18 番 ７ 号  

平 成 17

年 ４ 月

１ 日  

有 限 会 社 ア ル

フ ァ ー エ イ ト  

鶴 見 区 朝 日 町

２ 丁 目 89 番 地

愛 ら ん ど ケ ア 鶴 見 区 市 場 大 和

町 ５ 番 ８ 号  

 同  有 限 会 社 デ イ

リ ー プ ラ ネ ッ

ト  

中 区 本 牧 町 ２

丁 目  364 番 地

有 限 会 社 デ イ

リ ー プ ラ ネ ッ

ト ヘ ル パ ー チ

ー ム え が お

中 区 本 牧 町 ２ 丁

目  364 番 地  
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 同  社 会 福 祉 法 人  

た す け あ い ゆ

い  

南 区 宿 町 ２ 丁

目 40 番 地  

た す け あ い ゆ

い わ か ば  

南 区 中 里 三 丁 目

１ 番 22 号  

 同  山 武 ケ ア ネ ッ

ト 株 式 会 社  

東 京 都 大 田 区

山 王 １ 丁 目 ３

番 ５ 号  

山 武 ケ ア ネ ッ

ト 株 式 会 社 か

た く り 鶴 ヶ 峰

旭 区 鶴 ケ 峰 一 丁

目 ９ 番 地 の 19  

 同  古 屋 運 送 株 式

会 社  

港 北 区 菊 名 七

丁 目 10 番 ６ 号

古 屋 運 送 株 式

会 社 ス マ イ ル

・ サ ポ ー ト ・

サ ー ビ ス

港 北 区 菊 名 七 丁

目 10 番 ６ 号  

 同  株 式 会 社 エ ム

・ ア ッ プ  

神 奈 川 区 西 神

奈 川 三 丁 目 17

番 地 の ７  

エ ム ・ ア ッ プ

ケ ア サ ー ビ ス

横 浜 西 部  

緑 区 白 山 一 丁 目

11 番 14 号  

 同  株 式 会 社 や さ

し い 手  

東 京 都 目 黒 区

大 橋 ２ 丁 目 24

番 ３ 号  

や さ し い 手 青

葉 台 訪 問 介 護

事 業 所  

青 葉 区 青 葉 台 二

丁 目 ６ 番 地 の １

 同  中 銀 ハ ウ ジ ン

グ 株 式 会 社  

東 京 都 中 央 区

銀 座 ８ 丁 目 16

番 10 号  

ラ イ ブ リ ー ケ

ア 中 銀  

都 筑 区 仲 町 台 一

丁 目 ２ 番 28 号  

3 居 宅 介 護 事 業 者 ( 訪 問 看 護 )  

指 定 年

月 日  

事 業 者 の 名 称  主 た る 事 務 所

の 所 在 地  

居 宅 介 護 事 業

所 の 名 称  

居 宅 介 護 事 業 所

の 所 在 地  

平 成 17

年 ３ 月

25 日  

医 療 法 人 グ ラ

ニ ー ア ン ド グ

ラ ン ダ ク リ ニ

ッ ク  

中 区 若 葉 町 ３

丁 目 46 番 地 の

１  

横 浜 北 ク リ ニ

ッ ク  

都 筑 区 茅 ケ 崎 中

央 ８ 番 38 号  

平 成 17

年 ３ 月

28 日  

医 療 法 人 社 団

黎 明 会  

東 京 都 豊 島 区

南 大 塚 ３ 丁 目

34 番 ６ 号  

よ こ は ま 大 塚

ク リ ニ ッ ク  

神 奈 川 区 東 神 奈

川 一 丁 目 ８ 番 地

の ７  

平 成 17

年 ３ 月

29 日  

有 限 会 社 港 南

ケ ア サ ー ビ ス  

港 南 区 港 南 中

央 通 ９ 番 ９ 号

訪 問 看 護 ス テ

ー シ ョ ン 戸 塚

ケ ア リ ン グ  

戸 塚 区 上 倉 田 町

443 番 地  

平 成 17

年 ４ 月

１ 日  

有 限 会 社 メ デ

ィ カ ル フ ロ ン

ト  

東 京 都 中 央 区

築 地 ４ 丁 目 ３

番 ８ 号  

メ デ ィ カ ル フ

ロ ン ト 訪 問 看

護 ス テ ー シ ョ

ン

神 奈 川 区 西 神 奈

川 一 丁 目 14 番 地

の 13  

 同  医 療 法 人 柏 堤

会 （ 財 団 ）  

戸 塚 区 戸 塚 町

116 番 地  

戸 塚 共 立 第 １

病 院 訪 問 看 護

ス テ ー シ ョ ン

ゆ う

戸 塚 区 戸 塚 町

118 番 地 の 11  

4 居 宅 介 護 事 業 者 ( 居 宅 療 養 管 理 指 導 )  

指 定 年

月 日  

事 業 者 の 名 称  主 た る 事 務 所

の 所 在 地  

居 宅 介 護 事 業

所 の 名 称  

居 宅 介 護 事 業 所

の 所 在 地  

平 成 17

年 １ 月

４ 日  

有 限 会 社 ケ イ

ア イ フ ァ ー マ

シ ー  

東 京 都 中 央 区

築 地 ４ 丁 目 ３

番 ８ 号  

田 辺 薬 局 鶴 見

駒 岡 店  

鶴 見 区 駒 岡 四 丁

目 21 番 55 号  

平 成 17

年 ３ 月

１ 日  

有 限 会 社 ケ イ

ア イ フ ァ ー マ

シ ー  

東 京 都 中 央 区

築 地 ４ 丁 目 ３

番 ８ 号  

田 辺 薬 局 港 南

中 央 店  

港 南 区 港 南 中 央

通 13 番 24 号  
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平 成 17

年 ３ 月

25 日  

医 療 法 人 グ ラ

ニ ー ア ン ド グ

ラ ン ダ ク リ ニ

ッ ク  

中 区 若 葉 町 ３

丁 目 46 番 地 の

１  

横 浜 北 ク リ ニ

ッ ク  

都 筑 区 茅 ケ 崎 中

央 ８ 番 38 号  

平 成 17

年 ３ 月

28 日  

医 療 法 人 社 団

黎 明 会  

東 京 都 豊 島 区

南 大 塚 ３ 丁 目

34 番 ６ 号  

よ こ は ま 大 塚

ク リ ニ ッ ク  

神 奈 川 区 東 神 奈

川 一 丁 目 ８ 番 地

の ７  

平 成 17

年 ４ 月

１ 日  

前 田 歯 科 医 院  鶴 見 区 下 末 吉

一 丁 目 12 番 ６

号  

前 田 歯 科 医 院 鶴 見 区 下 末 吉 一

丁 目 12 番 ６ 号  

5 居 宅 介 護 事 業 者 ( 通 所 介 護 )  

指 定 年

月 日  

事 業 者 の 名 称  主 た る 事 務 所

の 所 在 地  

居 宅 介 護 事 業

所 の 名 称  

居 宅 介 護 事 業 所

の 所 在 地  

平 成 17

年 ３ 月

１ 日  

有 限 会 社 タ ト

ラ  

鶴 見 区 東 寺 尾

二 丁 目 10 番 27

号  

デ イ サ ー ビ ス

Ｔ Ａ Ｅ  

鶴 見 区 東 寺 尾 二

丁 目 10 番 30 号  

 同  藤 工 業 有 限 会

社  

川 崎 市 多 摩 区

菅 稲 田 堤 ３ 丁

目 19 番 53 号  

ふ じ さ ん デ イ

サ ー ビ ス  

都 筑 区 荏 田 南 五

丁 目 ７ 番 １ 号  

平 成 17

年 ４ 月

１ 日  

社 会 福 祉 法 人  

た す け あ い ゆ

い  

南 区 宿 町 ２ 丁

目 40 番 地  

た す け あ い ゆ

い デ イ サ ー ビ

ス わ か ば  

南 区 中 里 三 丁 目

１ 番 22 号  

 同  社 会 福 祉 法 人  

秀 峰 会  

旭 区 下 川 井 町

360 番 地  

磯 風 の 謡 デ イ

サ ー ビ ス セ ン

タ ー  

磯 子 区 森 五 丁 目

５ 番 53 号  

6 居 宅 介 護 事 業 者 ( 通 所 リ ハ ビ リ テ ー シ ョ ン )  

指 定 年

月 日  

事 業 者 の 名 称  主 た る 事 務 所

の 所 在 地  

居 宅 介 護 事 業

所 の 名 称  

居 宅 介 護 事 業 所

の 所 在 地  

平 成 17

年 ２ 月

１ 日  

医 療 法 人 社 団  

相 光 会  

横 須 賀 市 大 矢

部 ５ 丁 目 19 番

11 号  

湘 南 グ リ ー ン

介 護 老 人 保 健

施 設 上 郷  

栄 区 上 郷 町 1,045 

番 地 の １  

平 成 17

年 ４ 月

１ 日  

医 療 法 人 藤 誠

会  

神 奈 川 県 足 柄

上 郡 大 井 町 1,

922 番 地 の ３

介 護 老 人 保 健

施 設 境 木 の 丘

保 土 ケ 谷 区 境 木

町 174 番 地 の １

 同  医 療 法 人 健 水

会  

港 北 区 日 吉 二

丁 目 ９ 番 ４ 号

医 療 法 人 健 水

会 荏 田 介 護 老

人 保 健 施 設 あ

す な ろ

都 筑 区 荏 田 南 町

4,247 番 地  

 同  社 会 福 祉 法 人  

恵 正 福 祉 会  

瀬 谷 区 阿 久 和

南 三 丁 目 29 番

地 の １  

介 護 老 人 保 健

施 設 恵 の 杜  

瀬 谷 区 阿 久 和 南

三 丁 目 29 番 地 の

１  

7 居 宅 介 護 事 業 者 ( 短 期 入 所 生 活 介 護 )  

指 定 年

月 日  

事 業 者 の 名 称  主 た る 事 務 所

の 所 在 地  

居 宅 介 護 事 業

所 の 名 称  

居 宅 介 護 事 業 所

の 所 在 区  

平 成 17

年 ３ 月

１ 日  

社 会 福 祉 法 人  

千 里 会  

港 北 区 新 横 浜

一 丁 目 22 番 地

の ４  

新 横 浜 パ ー ク

サ イ ド ホ ー ム

港 北 区 新 横 浜 一

丁 目 22 番 地 の ４

8 居 宅 介 護 事 業 者 ( 短 期 入 所 療 養 介 護 )  
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指 定 年

月 日  

事 業 者 の 名 称  主 た る 事 務 所

の 所 在 地  

居 宅 介 護 事 業

所 の 名 称  

居 宅 介 護 事 業 所

の 所 在 地  

平 成 17

年 ２ 月

１ 日  

医 療 法 人 社 団  

相 光 会  

横 須 賀 市 大 矢

部 ５ 丁 目 19 番

11 号  

湘 南 グ リ ー ン

介 護 老 人 保 健

施 設 上 郷  

栄 区 上 郷 町 1,045 

番 地 の １  

平 成 17

年 ４ 月

１ 日  

医 療 法 人 藤 誠

会  

神 奈 川 県 足 柄

上 郡 大 井 町 1,

922 番 地 の ３

介 護 老 人 保 健

施 設 境 木 の 丘

保 土 ケ 谷 区 境 木

町  174 番 地 の １

 同  医 療 法 人 健 水

会  

港 北 区 日 吉 二

丁 目 ９ 番 ４ 号

医 療 法 人 健 水

会 荏 田 介 護 老

人 保 健 施 設 あ

す な ろ

都 筑 区 荏 田 南 町

4,247  番 地  

 同  社 会 福 祉 法 人  

恵 正 福 祉 会  

瀬 谷 区 阿 久 和

南 三 丁 目 29 番

地 の １  

介 護 老 人 保 健

施 設 恵 の 杜  

瀬 谷 区 阿 久 和 南

三 丁 目 29 番 地 の

１  

9 居 宅 介 護 事 業 者 ( 痴 呆 対 応 型 共 同 生 活 介 護 )  

指 定 年

月 日  

事 業 者 の 名 称  主 た る 事 務 所

の 所 在 地  

居 宅 介 護 事 業

所 の 名 称  

居 宅 介 護 事 業 所

の 所 在 地  

平 成 17

年 ３ 月

25 日  

医 療 法 人 徳 寿

会  

徳 島 県 吉 野 川

市 鴨 島 町  432

番 地  

グ ル ー プ ホ ー

ム プ ラ チ ナ ・

ヴ ィ ラ 青 葉 台

青 葉 区 鴨 志 田 町

758 番 地 の １  

平 成 17

年 ４ 月

1 日  

株 式 会 社 日 本

ケ ア リ ン ク  

東 京 都 千 代 田

区 富 士 見 ２ 丁

目 ２ 番 ５ 号  

せ ら び 保 土 ヶ

谷  

保 土 ケ 谷 区 川 島

町  1,219 番 地 の １

平 成 17

年 ４ 月

６ 日  

社 会 福 祉 法 人  

若 竹 大 寿 会  

神 奈 川 区 羽 沢

町 550 番 地 の

１  

グ ル ー プ ホ ー

ム わ か た け 小

机  

港 北 区 鳥 山  1,031

番 地  

 同  医 療 法 人 寛 栄

会  

港 北 区 新 羽 町

4,076  番 地 の

５  

高 齢 者 グ ル ー

プ ホ ー ム カ メ

リ ア 壱 番 館  

港 北 区 新 羽 3,954  

番 地 の ７  

10 居 宅 介 護 支 援 事 業 者  

指 定 年

月 日  

事 業 者 の 名 称  主 た る 事 務 所

の 所 在 地  

居 宅 介 護 支 援

事 業 所 の 名 称

居 宅 介 護 支 援 事

業 所 の 所 在 地  

居 宅 介 護 支 援 事

平 成 17

年 ２ 月

１ 日  

有 限 会 社 マ キ

・ ナ ー シ ン グ

・ ケ ア ー コ ン

サ ル タ ン ト  

金 沢 区 釜 利 谷

西 一 丁 目 57 番

20 号  

マ キ ・ 居 宅 介

護 支 援 事 業 所

金 沢 区 釜 利 谷 東

三 丁 目 44 番 ３ 号

平 成 17

年 ２ 月

23 日  

特 定 非 営 利 活

動 法 人 ワ ー カ

ー ズ ・ コ レ ク

テ ィ ブ ふ れ あ

い 都 筑  

都 筑 区 荏 田 南

五 丁 目 ８ 番 17

号  

支 援 セ ン タ ー

ふ れ あ い 都 筑

都 筑 区 荏 田 南 五

丁 目 ８ 番 17 号  

平 成 17

年 ３ 月

１ 日  

ワ タ ミ メ デ ィ

カ ル サ ー ビ ス

株 式 会 社  

東 京 都 大 田 区

羽 田 １ 丁 目 １

番 ３ 号  

ワ タ ミ 介 護 ス

テ ー シ ョ ン  

上 大 岡  

港 南 区 上 大 岡 西

一 丁 目 12 番 ３ 号

平 成 17

年 ３ 月

22 日  

有 限 会 社 さ わ

や か 横 浜 ケ ア

セ ン タ ー  

南 区 堀 ノ 内 町

１ 丁 目 71 番 地

さ わ や か 横 浜

ケ ア セ ン タ ー

南 区 堀 ノ 内 町 １

丁 目 71 番 地  
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平 成 17

年 ４ 月

１ 日  

特 定 非 営 利 活

動 法 人 幸 せ 介

護  

鶴 見 区 岸 谷 一

丁 目 25 番 10 号

幸 せ 介 護 支 援

セ ン タ ー  

鶴 見 区 生 麦 五 丁

目 21 番 22 号  

 同  有 限 会 社 メ デ

ィ カ ル フ ロ ン

ト  

東 京 都 中 央 区

築 地 ４ 丁 目 ３

番 ８ 号  

メ デ ィ カ ル フ

ロ ン ト 居 宅 介

護 支 援 事 業 所

神 奈 川 区 西 神 奈

川 一 丁 目 14 番 地

の 13  

 同  特 定 非 営 利 活

動 法 人 神 奈 川

県 高 齢 者 介 護

ボ ラ ン テ ィ ア

協 議 会  

西 区 岡 野 二 丁

目 ３ 番 30 号  

ケ ア マ ネ オ フ

ィ ス 桜 木 町  

中 区 桜 木 町 ３ 丁

目 13 番 地  

 同  山 武 ケ ア ネ ッ

ト 株 式 会 社  

東 京 都 大 田 区

山 王 １ 丁 目 ３

番 ５ 号  

山 武 ケ ア ネ ッ

ト 株 式 会 社 か

た く り 鶴 ヶ 峰

旭 区 鶴 ケ 峰 一 丁

目 ９ 番 地 の 19  

 同  医 療 法 人 社 団

愛 友 会  

埼 玉 県 上 尾 市

柏 座 １ 丁 目 10

番 10 号  

医 療 法 人 社 団

愛 友 会 金 沢 文

庫 訪 問 看 護 ス

テ ー シ ョ ン

金 沢 区 釜 利 谷 東

六 丁 目 １ 番 18 号

 同  有 限 会 社 ア イ

・ ビ ー ・ エ ー  

緑 区 長 津 田 四

丁 目 20 番  

あ い ケ ア マ ネ

ジ メ ン ト サ ー

ビ ス  

青 葉 区 田 奈 町 46

番 地 の ４  

 同  中 銀 ハ ウ ジ ン

グ 株 式 会 社  

東 京 都 中 央 区

銀 座 ８ 丁 目 16

番 10 号  

ラ イ ブ リ ー ケ

ア 中 銀  

都 筑 区 仲 町 台 一

丁 目 ２ 番 28 号  

 同  医 療 法 人 柏 堤

会 （ 財 団 ）  

戸 塚 区 戸 塚 町

116 番 地  

戸 塚 共 立 第 １

病 院 訪 問 看 護

ス テ ー シ ョ ン

ゆ う

戸 塚 区 戸 塚 町

118 番 地 の 11  

 同  社 会 福 祉 法 人  

訪 問 の 家  

栄 区 桂 台 中 ４

番 ７ 号  

訪 問 看 護 ス テ

ー シ ョ ン さ く

ら 草 居 宅 介 護

支 援 事 業 所

栄 区 桂 台 西 二 丁

目 ７ 番 ４ 号  
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横 浜 市 告 示 第 243 号  

      生 活 保 護 法 に 基 づ く 指 定 医 療 機 関 の 変 更  

  生 活 保 護 法 （ 昭 和 25 年 法 律 第 1 44 号 ） 第 49 条 に 規 定 す る 指 定 医 療

機 関 を 、 次 の と お り 変 更 し た 旨 の 届 出 が あ っ た 。  

      平 成 17 年 ５ 月 13 日  

                                        横 浜 市 長   中  田    宏  

 診 療 所 又 は 薬 局  

変 更 年 月 日  名 称  所 在 地  

（ 新 ） 医 療 法 人 育 愛

会 レ デ ィ ー ス ク リ ニ

ッ ク  

平 成 16 年 ７

月 １ 日  

（ 旧 ） 育 愛 会 産 科 婦

人 科 診 療 所  

中 区 日 ノ 出 町 1 丁 目 75 番 地  

（ 新 ） 青 葉 区 美 し が 丘 １ 丁 目

13 番 地 の ２  

平 成 17 年 ２

月 28 日  

昭 和 調 剤 薬 局  

（ 旧 ） 青 葉 区 美 し が 丘 １ 丁 目

13 番 地 の 10  
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横 浜 市 告 示 第 244 号  

      生 活 保 護 法 に 基 づ く 指 定 施 術 者 の 変 更  

生 活 保 護 法 （ 昭 和 25 年 法 律 第  144 号 ） 第 55 条 に お い て 準 用 す る 同

法 第 49 条 に 規 定 す る 施 術 者 を 、 次 の と お り 変 更 し た 旨 の 届 出 が あ っ

た 。  

    平 成 17 年 ５ 月 13 日  

                 横 浜 市 長   中  田    宏  

変 更 年

月 日  

氏 名  住 所  名 称  所 在 地  

（ 新 ） 有 限 会 社 ま

ご の 手 か ね こ 指 圧

鍼 灸 院  

平 成 17

年 ３ 月

１ 日  

金  子

今 朝 夫

緑 区 中 山 町

306 番 地 の 18

（ 旧 ） か ね こ 指 圧

鍼 灸 院  

緑 区 中 山 町 306 番

地 の 18    
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横 浜 市 告 示 第 245 号  

   生 活 保 護 法 に 基 づ く 指 定 介 護 機 関 の 変 更  

  生 活 保 護 法 （ 昭 和 25 年 法 律 第 144 号 ） 第 54 条 の ２ 第 １ 項 に 規 定 す

る 指 定 介 護 機 関 を 、 次 の と お り 変 更 し た 旨 の 届 出 が あ っ た 。  

      平 成 17 年 ５ 月 13 日  

                 横 浜 市 長   中  田    宏  

1 居 宅 介 護 事 業 者 ( 訪 問 介 護 )  

変 更 年

月 日  

事 業 者 の 名 称  主 た る 事 務 所

の 所 在 地  

居 宅 介 護 事 業

所 の 名 称  

居 宅 介 護 事 業

所 の 所 在 地  

（ 新 ） 磯 風 の

謡 ヘ ル パ ー ス

テ ー シ ョ ン  

（ 新 ） 磯 子 区

杉 田 一 丁 目 23

番 ８ 号  

平 成 17

年 ４ 月

１ 日  

社 会 福 祉 法 人

秀 峰 会  

旭 区 下 川 井 町

360 番 地  

（ 旧 ） 磯 風 の

謡  

（ 旧 ） 磯 子 区

森 五 丁 目 ５ 番

53 号  

2 居 宅 介 護 支 援 事 業 者  

変 更 年

月 日  

事 業 者 の 名 称  主 た る 事 務 所

の 所 在 地  

居 宅 介 護 支 援

事 業 所 の 名 称  

居 宅 介 護 支 援

事 業 所 の 所 在

地  

（ 新 ） 緑 区 白

山 一 丁 目 11 番

14 号  

平 成 17

年 ３ 月

10 日  

株 式 会 社 エ ム

・ ア ッ プ  

神 奈 川 区 西 神

奈 川 三 丁 目 17

番 地 の ７  

エ ム ・ ア ッ プ

ケ ア サ ー ビ ス

横 浜 西 部  

（ 旧 ） 緑 区 鴨

居 四 丁 目 53 番

９ 号  
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横 浜 市 告 示 第 246 号  

      生 活 保 護 法 に 基 づ く 指 定 医 療 機 関 の 再 開  

生 活 保 護 法 （ 昭 和 25 年 法 律 第  144 号 ） 第 49 条 に 規 定 す る 指 定 医 療

機 関 を 、 次 の と お り 再 開 し た 旨 の 届 出 が あ っ た 。  

   平 成 17 年 ５ 月 13 日  

                 横 浜 市 長  中  田    宏   

再 開 年 月 日  名 称  所 在 地  

平 成 16 年 ７ 月

１ 日  

育 愛 会 産 婦 人 科 診 療 所 中 区 日 ノ 出 町 １ 丁 目 75 番

地  
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横 浜 市 告 示 第 247 号  

      生 活 保 護 法 に 基 づ く 指 定 医 療 機 関 の 廃 止  

  生 活 保 護 法 （ 昭 和 25 年 法 律 第 144 号 ） 第 49 条 に 規 定 す る 指 定 医 療

機 関 を 、 次 の と お り 廃 止 し た 旨 の 届 出 が あ っ た 。  

平 成 17 年 ５ 月 13 日  

                                      横 浜 市 長  中  田    宏  

診 療 所 又 は 薬 局  

  廃 止 年 月 日     名 称      所 在 地  

 

平 成 17 年 ２ 月 ７ 日  耳 鼻 咽 喉 科 道 下

医 院  

鶴 見 区 馬 場 一 丁 目 ８ 番 22 号

平 成 17 年 ３ 月 31 日  東 芝 鶴 見 病 院  鶴 見 区 豊 岡 町 ５ 番 18 号  

    同  さ く ら 薬 局 東 神

奈 川 店  

神 奈 川 区 立 町 ６ 番 地 の １  

    同  横 浜 市 立 港 湾 病

院  

中 区 新 山 下 三 丁 目 ２ 番 ３ 号

    同  横 浜 赤 十 字 病 院 中 区 根 岸 町 ２ 丁 目 85 番 地  

    同  加 藤 メ ン タ ル ク

リ ニ ッ ク  

旭 区 二 俣 川  1 丁 目 65 番 地 の

５  

    同  横 浜 市 ア レ ル ギ

ー セ ン タ ー  

瀬 谷 区 二 ツ 橋 町 469 番 地  
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横 浜 市 告 示 第 248 号  

生 活 保 護 法 に 基 づ く 介 護 機 関 の 廃 止  

生 活 保 護 法 （ 昭 和 25 年 法 律 第 144 号 ） 第 54 条 の ２ 第 １ 項 に 規 定 す

る 指 定 介 護 機 関 を 、 次 の と お り 廃 止 し た 旨 の 届 出 が あ っ た 。  

平 成 17 年 ５ 月 13 日  

横 浜 市 長   中  田    宏  

1 居 宅 介 護 事 業 者 ( 訪 問 介 護 )  

廃 止 年

月 日  

事 業 者 の 名 称  主 た る 事 務 所

の 所 在 地  

居 宅 介 護 事 業

所 の 名 称  

居 宅 介 護 事 業

所 の 所 在 地  

平 成 17

年 ３ 月

31 日  

株 式 会 社 総 合

福 祉 協 会  

神 奈 川 区 鶴 屋

町 ２ 丁 目 22 番

地 の ３  

株 式 会 社 総 合

福 祉 協 会  

神 奈 川 区 鶴 屋

町 ２ 丁 目 22 番

地 の ３  

 同  財 団 法 人 横 浜

キ リ ス ト 教 青

年 会  

中 区 常 磐 町 １

丁 目 ７ 番 地  

横 浜 中 央 Ｙ Ｍ

Ｃ Ａ 介 護 サ ー

ビ ス セ ン タ ー  

中 区 常 磐 町 １

丁 目 ７ 番 地  

2 居 宅 介 護 事 業 者 ( 通 所 介 護 )  

指 定 年

月 日  

事 業 者 の 名 称  主 た る 事 務 所

の 所 在 地  

居 宅 介 護 事 業

所 の 名 称  

居 宅 介 護 事 業

所 の 所 在 地  

平 成 17

年 ３ 月

31 日  

社 会 福 祉 法 人

秀 峰 会  

旭 区 下 川 井 町

360 番 地  

磯 風 の 謡  磯 子 区 森 五 丁

目 ５ 番 53 号  

3 居 宅 介 護 支 援 事 業 者  

指 定 年

月 日  

事 業 者 の 名 称  主 た る 事 務 所

の 所 在 地  

 

居 宅 介 護 支 援

事 業 所 の 名 称  

居 宅 介 護 支 援

事 業 所 の 所 在

地  

平 成 17

年 ３ 月

31 日  

株 式 会 社 総 合

福 祉 協 会  

神 奈 川 区 鶴 屋

町 ２ 丁 目 22 番

地 の ３  

株 式 会 社 総 合

福 祉 協 会  

神 奈 川 区 鶴 屋

町 ２ 丁 目 22 番

地 の ３  

 同  ウ ェ ル ネ ス ケ

ア ・ ネ ッ ト ワ

ー ク 株 式 会 社  

東 京 都 千 代 田

区 東 神 田 １ 丁

目 ６ 番 ６ 号  

ウ ェ ル ネ ス ケ

ア 横 浜  

中 区 長 者 町 ５

丁 目 85 番 地  

 同  財 団 法 人 横 浜

キ リ ス ト 教 青

年 会  

中 区 常 磐 町 １

丁 目 ７ 番 地  

横 浜 中 央 Ｙ Ｍ

Ｃ Ａ 介 護 サ ー

ビ ス セ ン タ ー  

中 区 常 磐 町 １

丁 目 ７ 番 地  

 同  有 限 会 社 山 の

手 台 ケ ア サ ー

ビ ス  

青 葉 区 奈 良 三

丁 目 ８ 番 地 の

28  

有 限 会 社 山 の

手 台 ケ ア サ ー

ビ ス  

青 葉 区 奈 良 三

丁 目 ８ 番 地 の

28  
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横 浜 市 告 示 第 249 号  

   平 成 17 年 度 分 の 横 浜 市 国 民 健 康 保 険 の 保 険 料 率 

 横 浜 市 国 民 健 康 保 険 条 例 （ 昭 和 35 年 12 月 横 浜 市 条 例 第 35 号 ） 第 16

条 第 １ 項 及 び 第 ２ 項 並 び に 第 16 条 の ６ 第 １ 項 及 び 第 ２ 項 の 規 定 に よ

り 、 平 成 17 年 度 分 の 横 浜 市 国 民 健 康 保 険 の 保 険 料 率 を 次 の よ う に 定

め た 。 

   平 成 17 年 ５ 月 13 日  

横 浜 市 長  中  田    宏  

１  基 礎 賦 課 額 の 保 険 料 率 

 (1)  所  得  割     3.27  

 (2)  被 保 険 者 均 等 割  42,580 円  

２  介 護 納 付 金 賦 課 額 の 保 険 料 率 

 (1)  所  得  割     0.76  

 (2)  被 保 険 者 均 等 割  12,730 円  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

横　浜　市　報　　　　　　　　　　　　　　　　定期第589号　平成17年５月13日

19



横 浜 市 告 示 第 250 号  

   平 成 17 年 度 分 の 横 浜 市 国 民 健 康 保 険 料 の 賦 課 額 を 減 ず る 

   額  

 横 浜 市 国 民 健 康 保 険 条 例 （ 昭 和 35 年 12 月 横 浜 市 条 例 第 35 号 ） 第 19

条 の ２ 第 1 項 及 び 横 浜 市 国 民 健 康 保 険 条 例 施 行 規 則 （ 昭 和 36 年 ３ 月

横 浜 市 規 則 第 10 号 。 以 下 「 規 則 」 と い う 。 ） 第 12 条 第 １ 項 及 び 第 ２

項 の 規 定 に よ り 、 平 成 17 年 度 分 の 横 浜 市 国 民 健 康 保 険 料 の 賦 課 額 を

減 ず る 額 を 次 の と お り 定 め た 。 

   平 成 17 年 ５ 月 13 日  

                 横 浜 市 長  中  田    宏  

１  基 礎 賦 課 額 

 (1)  規 則 第 12 条 第 １ 項 第 １ 号 に 規 定 す る 額   29,806 円  

 (2)  規 則 第 12 条 第 １ 項 第 ２ 号 に 規 定 す る 額   21,290 円  

 (3)  規 則 第 12 条 第 ２ 項 に 規 定 す る 額       8,516 円  

２  介 護 納 付 金 賦 課 額 

 (1)  規 則 第 12 条 第 １ 項 第 １ 号 に 規 定 す る 額    8,911 円  

 (2)  規 則 第 12 条 第 １ 項 第 ２ 号 に 規 定 す る 額    6,365 円  

 (3)  規 則 第 12 条 第 ２ 項 に 規 定 す る 額       2,546 円  
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横 浜 市 告 示 第 251 号  

   八 景 島 さ ん 橋 使 用 料 の 収 納 事 務 の 委 託  

 地 方 自 治 法 施 行 令 （ 昭 和 22 年 政 令 第 16 号 ） 第 158 条 第 １ 項 の 規 定

に よ り 、 八 景 島 さ ん 橋 使 用 料 の 収 納 事 務 を 次 の と お り 委 託 し た 。  

   平 成 17 年 ５ 月 13 日  

                 横 浜 市 長  中  田    宏   

 受 託 者 の 名 称  受 託 者 の 所 在 地    委 託 し た 期 間  

社 団 法 人 横 浜 港 振

興 協 会  

会 長  

德  川  恒  孝  

中 区 山 下 町 ２ 番 地 平 成 17 年 ４ 月 １ 日 か ら

平 成 18 年 ３ 月 31 日 ま で

 

横　浜　市　報　　　　　　　　　　　　　　　　定期第589号　平成17年５月13日

21



横 浜 市 告 示 第 252 号  

   港 湾 労 働 者 共 同 住 宅 使 用 料 の 収 納 事 務 の 委 託  

 地 方 自 治 法 施 行 令 （ 昭 和 22 年 政 令 第 16 号 ） 第 158 条 第 １ 項 の 規 定

に よ り 、 第 ２ 出 田 町 寮 、 見 晴 橋 住 宅 及 び 第 ２ 新 山 下 寮 使 用 料 の 収 納

事 務 を 次 の と お り 委 託 し た 。  

   平 成 17 年 ５ 月 13 日  

                 横 浜 市 長  中  田    宏   

 受 託 者 の 名 称  受 託 者 の 所 在 地    委 託 し た 期 間  

社 団 法 人 横 浜 港 湾

福 利 厚 生 協 会  

会 長  

藤  木  幸  夫  

中 区 山 下 町 279 番

地 の １  

平 成 17 年 ４ 月 １ 日 か ら

平 成 18 年 ３ 月 31 日 ま で
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横 浜 市 告 示 第 253 号  

   本 牧 ふ 頭 駐 車 場 使 用 料 の 収 納 事 務 の 委 託  

 地 方 自 治 法 施 行 令 （ 昭 和 22 年 政 令 第 16 号 ） 第 158 条 第 １ 項 の 規 定

に よ り 、 本 牧 ふ 頭 駐 車 場 使 用 料 の 収 納 事 務 を 次 の と お り 委 託 し た 。  

   平 成 17 年 ５ 月 13 日  

                 横 浜 市 長  中  田    宏   

 受 託 者 の 名 称  受 託 者 の 所 在 地    委 託 し た 期 間  

横 浜 市 海 づ り 施 設

運 営 会  

理 事 長  

大  森    敬  

中 区 本 牧 ふ 頭 １ 番

地  

平 成 17 年 ４ 月 １ 日 か ら

平 成 18 年 ３ 月 31 日 ま で
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横 浜 市 告 示 第 254 号  

   横 浜 港 シ ン ボ ル タ ワ ー 駐 車 場 使 用 料 の 収 納 事 務 の 委 託  

  地 方 自 治 法 施 行 令 （ 昭 和 22 年 政 令 第 16 号 ） 第 158 条 第 １ 項 の 規 定

に よ り 、 横 浜 港 シ ン ボ ル タ ワ ー 駐 車 場 使 用 料 の 収 納 事 務 を 次 の と お

り 委 託 し た 。  

   平 成 17 年 ５ 月 13 日  

                 横 浜 市 長  中  田    宏   

 受 託 者 の 名 称  受 託 者 の 所 在 地    委 託 し た 期 間  

横 浜 港 タ ー ミ ナ ル

運 営 協 会  

理 事 長  

 武  田    攻  

中 区 本 牧 ふ 頭 １ 番

地  

平 成 17 年 ４ 月 １ 日 か ら

平 成 18 年 ３ 月 31 日 ま で
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横 浜 市 告 示 第 255 号  

   横 浜 港 シ ン ボ ル タ ワ ー 緑 地 使 用 料 の 収 納 事 務 の 委 託  

  地 方 自 治 法 施 行 令 （ 昭 和 22 年 政 令 第 16 号 ） 第 158 条 第 １ 項 の 規 定

に よ り 、 横 浜 港 シ ン ボ ル タ ワ ー 使 用 料 の 収 納 事 務 を 次 の と お り 委 託

し た 。  

   平 成 17 年 ５ 月 13 日  

                 横 浜 市 長  中  田    宏   

 受 託 者 の 名 称  受 託 者 の 所 在

地  

  委 託 し た 期 間  

横 浜 港 タ ー ミ ナ ル

運 営 協 会  

理 事 長  

 武  田    攻  

中 区 本 牧 ふ 頭 １

番 地  

平 成 17 年 ４ 月 １ 日 か ら

平 成 18 年 ３ 月 31 日 ま で

 

横　浜　市　報　　　　　　　　　　　　　　　　定期第589号　平成17年５月13日

25



横 浜 市 告 示 第 256 号  

   横 浜 市 本 牧 海 づ り 施 設 使 用 料 の 収 納 事 務 の 委 託  

 地 方 自 治 法 施 行 令 （ 昭 和 22 年 政 令 第 16 号 ） 第 158 条 第 １ 項 の 規 定

に よ り 、 横 浜 市 本 牧 海 づ り 施 設 使 用 料 の 収 納 事 務 を 次 の と お り 委 託

し た 。  

   平 成 17 年 ５ 月 13 日  

                 横 浜 市 長  中  田    宏   

 受 託 者 の 名 称  受 託 者 の 所 在

地  

  委 託 し た 期 間  

横 浜 市 海 づ り 施 設

運 営 会  

理 事 長  

 大  森    敬  

中 区 本 牧 ふ 頭 １

番 地  

平 成 17 年 ４ 月 １ 日 か ら

平 成 18 年 ３ 月 31 日 ま で

 

横　浜　市　報　　　　　　　　　　　　　　　　定期第589号　平成17年５月13日

26



横 浜 市 告 示 第 257 号  

   横 浜 市 磯 子 海 づ り 施 設 使 用 料 の 収 納 事 務 の 委 託  

 地 方 自 治 法 施 行 令 （ 昭 和 22 年 政 令 第 16 号 ） 第 158 条 第 １ 項 の 規 定

に よ り 、 横 浜 市 磯 子 海 づ り 施 設 使 用 料 の 収 納 事 務 を 次 の と お り 委 託

し た 。  

   平 成 17 年 ５ 月 13 日  

                 横 浜 市 長  中  田    宏   

 受 託 者 の 名 称  受 託 者 の 所 在 地    委 託 し た 期 間  

横 浜 港 タ ー ミ ナ ル

運 営 協 会  

理 事 長  

 武  田    攻  

中 区 本 牧 ふ 頭 １ 番

地  

平 成 17 年 ４ 月 １ 日 か

ら 平 成 18 年 ３ 月 31 日

ま で  
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公 告
 

横 浜 市 公 告 第 384 号  

   排 水 設 備 指 定 工 事 店 の 変 更  

 横 浜 市 排 水 設 備 指 定 工 事 店 規 則 （ 平 成 11 年 １ 月 横 浜 市 規 則 第 １ 号  

） 第 ８ 条 第 １ 項 の 規 定 に 基 づ き 、 排 水 設 備 指 定 工 事 店 を 次 の と お り

変 更 し た 旨 の 届 出 が あ っ た ｡  

   平 成 17 年 ５ 月 13 日  

                 横 浜 市 長  中  田    宏  

変 更 年 月

日  

指 定

番 号

名   称  代 表 者 氏 名  営 業 所 所 在 地  

( 新 )  

土  生    哲

平 成 17 年

４ 月 １ 日  

00594 株 式 会 社 関

配 神 奈 川 設

備 事 業 部  ( 旧 )  

久  崎     充

西 区 西 平 沼 町 ５

番 55 号  

( 新 )  

青 葉 区 あ ざ み 野

南 二 丁 目 ５ 番 地

の 20  

平 成 17 年

４ 月 ６ 日  

00130

 

高 田 設 備 株

式 会 社  

高  田  傳  士

( 旧 )  

南 区 通 町 ２ 丁 目

44 番 地  
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横 浜 市 公 告 第 385 号  

   廃 物 の 認 定  

 横 浜 市 放 置 自 動 車 及 び 沈 船 等 の 発 生 の 防 止 及 び 適 正 な 処 理 に 関

す る 条 例 ( 平 成 3 年 9 月 横 浜 市 条 例 第 31 号 ) 第 15 条 第 1 項 の 規 定

に 基 づ き 、 次 の 放 置 自 動 車 は 、 こ の 公 告 を 行 っ た 日 か ら 起 算 し て

10 日 を 経 過 し た と き は 、 廃 物 と し て 認 定 す る 。  

平 成 17 年 ５ 月 13 日  

  横 浜 市 長  中  田    宏  

放   置   場   所   車            名

 鶴 見 区 大 黒 ふ 頭  ト ヨ タ マ ス タ ー エ ー ス サ ー フ

  同  日 産 セ ド リ ッ ク  

  同  三 菱 ミ ニ カ グ ッ ピ ー  

 鶴 見 区 平 安 町  ト ヨ タ ア バ ロ ン  

 神 奈 川 区 菅 田 町  日 野 レ ン ジ ャ ー  

 神 奈 川 区 西 寺 尾 一 丁 目  ホ ン ダ ト ゥ デ イ  

 神 奈 川 区 東 神 奈 川 二 丁 目  ス ズ キ バ ン デ ィ ッ ト ４ ０ ０  

 中 区 本 牧 ふ 頭  ダ イ ハ ツ ハ イ ゼ ッ ト  

 港 南 区 上 永 谷 一 丁 目  ト ヨ タ ク レ ス タ  

 港 南 区 芹 が 谷 五 丁 目  ト ヨ タ マ ー ク Ⅱ  

 旭 区 上 白 根 町  日 産 イ ン フ ィ ニ テ ィ Ｑ ４ ５  

  同  三 菱 ミ ニ カ  

 旭 区 川 島 町  ホ ン ダ ト ゥ デ イ  

 金 沢 区 朝 比 奈 町  ダ イ ハ ツ ア ト レ ー  

金 沢 区 幸 浦 一 丁 目  ト ヨ タ ク ラ ウ ン  

 金 沢 区 鳥 浜 町  ス ズ キ ア ル ト タ ー ボ  

  同  ト ヨ タ ビ ス タ 

  同  マ ツ ダ ボ ン ゴ  

  同  三 菱 ラ ン サ ー  

 港 北 区 高 田 町  ト ヨ タ カ ル デ ィ ナ  

 青 葉 区 市 ケ 尾 町  ス ズ キ ア ル ト ワ ー ク ス  

 青 葉 区 恩 田 町  ヤ マ ハ Ｆ Ｚ Ｒ ２ ５ ０ Ｒ  

 瀬 谷 区 目 黒 町  ト ヨ タ マ ー ク Ⅱ  
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横 浜 市 公 告 第 3 8 6  号  

   横 浜 国 際 港 都 建 設 計 画 道 路 の 変 更 案 の 縦 覧  

 横 浜 国 際 港 都 建 設 計 画 道 路 の 変 更 案 を 作 成 し た の で 、 都 市 計 画 法

（ 昭 和 4 3 年 法 律 第 1 0 0 号 ） 第 2 1 条 第 ２ 項 に お い て 準 用 す る 同 法 第 1 7

条 第 １ 項 の 規 定 に 基 づ き 、 そ の 案 を 次 の と お り 公 衆 の 縦 覧 に 供 す る

。  

 こ の 案 に つ い て 意 見 が あ る 関 係 住 民 及 び 利 害 関 係 人 は 、 縦 覧 期 間

満 了 の 日 ま で に 横 浜 市 長 に 意 見 書 を 提 出 す る こ と が で き る 。  

平 成 1 7 年 ５ 月 1 3 日  

                 横 浜 市 長  中  田    宏  

１  都 市 計 画 の 種 類 及 び 名 称  

  横 浜 国 際 港 都 建 設 計 画 道 路  

  ３ ・ ３ ・ 2 4号 宮 内 新 横 浜 線  

２  都 市 計 画 を 定 め る 土 地 の 区 域  

( 1 )  追 加 す る 部 分   

な し  

( 2 )  削 除 す る 部 分   

な し  

( 3 )  変 更 す る 部 分   

港 北 区 新 吉 田 東 三 丁 目 、 高 田 西 一 丁 目 及 び 高 田 東 四 丁 目 地 内  

３  縦 覧 場 所  

  中 区 港 町 １ 丁 目 １ 番 地  

  横 浜 市 ま ち づ く り 調 整 局 都 市 計 画 課  

４  縦 覧 期 間  

  平 成 1 7年 ５ 月 1 3日 か ら 平 成 1 7年 ５ 月 2 7日 ま で  
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横 浜 市 公 告 第 387 号                      

   建 築 許 可 申 請 に 係 る 公 開 に よ る 意 見 の 聴 取 の 開 催     

 生 麦 西 部 本 宮 町 会 高 橋 明 夫 か ら 建 築 基 準 法 （ 昭 和 25 年 法 律 第 201

号 ） 第 48 条 第 12 項 た だ し 書 の 規 定 に 基 づ く 建 築 許 可 申 請 が あ っ た の

で 、 同 条 第 13 項 の 規 定 に 基 づ き 、 次 の と お り 公 開 に よ る 意 見 の 聴 取

を 行 う 。  

 こ の 公 開 に よ る 意 見 の 聴 取 に 出 席 し て 意 見 を 述 べ た い 者 は 、 平 成  

17 年 ５ 月 23 日 ま で に 横 浜 市 ま ち づ く り 調 整 局 指 導 部 建 築 指 導 課 に 申

し 出 な け れ ば な ら な い 。  

   平 成 17 年 ５ 月 13 日                     

                 横 浜 市 長  中  田    宏  

１  建 築 物 の 建 築 の 計 画  

 (1) 申 請 地  

鶴 見 区 生 麦 四 丁 目 576 番 の 90  

 (2) 建 築 物 の 用 途  

町 内 会 館  

(3) 敷 地 面 積  

   199.99 ㎡  

 (4) 建 築 物 の 概 要  

   建 築 面 積   99.37 ㎡  

   延 べ 面 積   198.74 ㎡  

   構   造   Ｓ 造  

   階   数   地 上 ２ 階 建 て  

   高   さ   8.584 ｍ  

２  公 開 に よ る 意 見 の 聴 取 の 日 時  

  平 成 17 年 ６ 月 10 日 午 後 ７ 時  

３  公 開 に よ る 意 見 の 聴 取 場 所  

  鶴 見 区 生 麦 四 丁 目 ６ 番 37 号  

横 浜 市 生 麦 地 区 セ ン タ ー  会 議 室  
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横 浜 市 公 告 第 3 8 8  号                      

   建 築 協 定 書 の 縦 覧                     

 建 築 基 準 法 （ 昭 和 2 5年 法 律 第  2 0 1号 ） 第 7 0条 第 １ 項 の 規 定 に 基 づ  

き 、 郷 和 台 建 築 協 定 書 の 提 出 が あ っ た の で 、 同 法 第 7 1条 の 規 定 に 基

づ き 、 次 の と お り 関 係 人 の 縦 覧 に 供 す る 。         

   平 成 1 7年 ５ 月 1 3日                     

                 横 浜 市 長  中  田    宏   

１  縦 覧 期 間  

  平 成 1 7年 ５ 月 1 6日 か ら 平 成 1 7年 ６ 月 1 0日 ま で  

２  縦 覧 場 所  

  中 区 港 町 １ 丁 目 １ 番 地  

  横 浜 市 ま ち づ く り 調 整 局 指 導 部 建 築 調 整 課  

３  縦 覧 時 間  

  午 前 ９ 時 か ら 午 後 ５ 時 ま で  
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横 浜 市 公 告 第 389 号  

   開 発 行 為 に 関 す る 工 事 の 完 了  

 都 市 計 画 法 （ 昭 和 43 年 法 律 第  100 号 ） 第 36 条 第 １ 項 に 規 定 す る 次

の 開 発 行 為 に 関 す る 工 事 が 完 了 し た 。  

   平 成 17 年 ５ 月 13 日  

                 横 浜 市 長  中  田    宏  

１  開 発 許 可 年 月 日 及 び 許 可 番 号  

  平 成 16 年 6 月 14 日 第 16 開 1501 号  

２  開 発 許 可 を 受 け た 者 の 住 所 及 び 氏 名  

  中 区 羽 衣 町 ２ 丁 目 ４ 番 地 の ４  

  リ ス ト 株 式 会 社   

   代 表 取 締 役  北  見  尚  之  

３  開 発 区 域 に 含 ま れ る 地 域 の 名 称  

  栄 区 飯 島 町 1,072 番 の １ 、 1,072 番 の ３ か ら 1,072 番 の ６ ま で

及 び 1,073 番 の 一 部  
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横 浜 市 公 告 第 390 号  

   開 発 行 為 に 関 す る 工 事 の 完 了  

 都 市 計 画 法 （ 昭 和 43 年 法 律 第  100 号 ） 第 36 条 第 １ 項 に 規 定 す る 次

の 開 発 行 為 に 関 す る 工 事 が 完 了 し た 。  

   平 成 17 年 ５ 月 13 日  

                 横 浜 市 長  中  田    宏  

１  開 発 許 可 年 月 日 及 び 許 可 番 号  

  平 成 16 年 9 月 10 日 第 16 開 1206 号  

２  開 発 許 可 を 受 け た 者 の 住 所 及 び 氏 名  

  東 京 都 豊 島 区 北 大 塚 ２ 丁 目 24 番 ５ 号  

  株 式 会 社 エ ム テ ィ 出 版   

   代 表 取 締 役  新  岡  和  幸  

３  開 発 区 域 に 含 ま れ る 地 域 の 名 称  

  緑 区 寺 山 町  362 番 の １ の 一 部 、  362 番 の 47 、  362 番 の 48 、  368

番 の １ の 一 部 、  368 番 の 15 の 一 部 、  368 番 の 16 か ら  368 番 の 18 ま

で 、  368 番 の 19 の 一 部 、  374 番 の ３ の 一 部 、  374 番 の ８ の 一 部 及

び  374 番 の 11  
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横 浜 市 公 告 第 391 号  

      開 発 行 為 に 関 す る 工 事 の 完 了  

  都 市 計 画 法 ( 昭 和 43 年 法 律 第 100 号 ） 第 36 条 第 １ 項 に 規 定 す る 次

の 開 発 行 為 に 関 す る 工 事 が 完 了 し た 。  

    平 成 17 年 ５ 月 13 日  

                 横 浜 市 長  中  田    宏  

１  開 発 許 可 年 月 日 及 び 許 可 番 号  

   平 成 16 年 ９ 月 16 日 第 16 港 北 開 32 号  

２  開 発 許 可 を 受 け た 者 の 住 所 及 び 氏 名  

   港 北 区 新 羽 町 1,465 番 地  

  小  山  昌  夫  

３  開 発 区 域 に 含 ま れ る 地 域 の 名 称  

  港 北 区 北 新 横 浜 一 丁 目 ７ 番 の ９  
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横 浜 市 公 告 第 392 号  

      開 発 行 為 に 関 す る 工 事 の 完 了  

  都 市 計 画 法 ( 昭 和 43 年 法 律 第 100 号 ） 第 36 条 第 １ 項 に 規 定 す る 次

の 開 発 行 為 に 関 す る 工 事 が 完 了 し た 。  

    平 成 17 年 ５ 月 13 日  

                 横 浜 市 長  中  田    宏  

１  開 発 許 可 年 月 日 及 び 許 可 番 号  

   平 成 16 年 10 月 29 日 第 16 緑 開 11 号  

２  開 発 許 可 を 受 け た 者 の 住 所 及 び 氏 名  

   中 区 伊 勢 佐 木 町 ７ 丁 目 150 番 地  

   有 限 会 社 ダ イ ケ ー 商 事  

   代 表 取 締 役  鈴  木  英  雄  

３  開 発 区 域 に 含 ま れ る 地 域 の 名 称  

  緑 区 台 村 町 656 番 の 78 、 657 番 の ２ 、 657 番 の 25 、 657 番 の 26

の 一 部 、 657 番 の 27 か ら 657 番 の 29 ま で 、 657 番 の 30 の 一 部 、 2,  

653 番 の ３ の 一 部 及 び 2,817 番 の 327 の 一 部  
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横 浜 市 公 告 第 393 号   

開 発 行 為 に 関 す る 工 事 の 完 了  

 都 市 計 画 法 ( 昭 和 43 年 法 律 第 100 号 ） 第 36 条 第 １ 項 に 規 定 す る 次

の 開 発 行 為 に 関 す る 工 事 が 完 了 し た 。  

    平 成 17 年 ５ 月 13 日  

                 横 浜 市 長  中  田    宏  

１  開 発 許 可 年 月 日 及 び 許 可 番 号  

平 成 16 年 ８ 月 27 日 第 16 戸 開 14 号  

２  開 発 許 可 を 受 け た 者 の 住 所 及 び 氏 名   

旭 区 二 俣 川 ２ 丁 目 21 番 １ 号  

津 久 見 建 設 株 式 会 社  

    代 表 取 締 役  二  村  智  臣  

３  開 発 区 域 に 含 ま れ る 地 域 の 名 称  

  戸 塚 区 上 矢 部 町 963 番 の １ の 一 部 、 963 番 の 16 か ら 963 番 の 21

ま で 及 び 963 番 の 22 の 一 部  
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横 浜 市 公 告 第 394 号   

開 発 行 為 に 関 す る 工 事 の 完 了  

 都 市 計 画 法 ( 昭 和 43 年 法 律 第 100 号 ） 第 36 条 第 １ 項 に 規 定 す る 次

の 開 発 行 為 に 関 す る 工 事 が 完 了 し た 。  

    平 成 17 年 ５ 月 13 日  

                 横 浜 市 長  中  田    宏  

１  開 発 許 可 年 月 日 及 び 許 可 番 号  

平 成 16 年 ９ 月 24 日 第 16 戸 開 16 号  

２  開 発 許 可 を 受 け た 者 の 住 所 及 び 氏 名   

旭 区 二 俣 川 ２ 丁 目 13 番 ３ 号  

コ ス モ 住 建 株 式 会 社  

    代 表 取 締 役  山  谷  昌  司  

３  開 発 区 域 に 含 ま れ る 地 域 の 名 称  

  戸 塚 区 上 矢 部 町 963 番 の 22 の 一 部 、 963 番 の 23 か ら 963 番 の 28

ま で 及 び 963 番 の 29 の 一 部  
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横 浜 市 公 告 第 395 号  

   建 築 基 準 法 に 基 づ く 道 路 の 位 置 の 指 定  

 建 築 基 準 法 （ 昭 和 25 年 法 律 第  201 号 ） 第 42 条 第 １ 項 第 ５ 号 の 規 定  

に 基 づ き 、 次 の と お り 道 路 の 位 置 を 指 定 し た 。  

 そ の 関 係 図 面 は 、 横 浜 市 ま ち づ く り 調 整 局 中 部 建 築 事 務 所 指 導 調

整 課 に お い て 一 般 の 縦 覧 に 供 す る 。  

   平 成 17 年 ５ 月 13 日  

                 横 浜 市 長  中  田    宏  

１  指 定 番 号  

  第 17 ・ １ ・ １ 号  

２  指 定 年 月 日  

  平 成 17 年 ４ 月 28 日  

３  道 路 の 幅 員  

  4.80 ｍ な い し 4.85 ｍ  

４  道 路 の 延 長  

  24.90 ｍ  

５  指 定 の 場 所  

鶴 見 区 佃 野 町 640 番 の １ 及 び 640 番 の ４  

６  申 請 者 の 氏 名  

  ア ル バ ハ ウ ス 株 式 会 社  

   代 表 取 締 役  三  原  康  裕  
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横 浜 市 公 告 第 396 号  

建 築 基 準 法 に 基 づ く 道 路 の 位 置 の 指 定  

建 築 基 準 法 （ 昭 和 25 年 法 律 第 201 号 ） 第 42 条 第 １ 項 第 ５ 号 の 規 定

に 基 づ き 、 次 の と お り 道 路 の 位 置 を 指 定 し た 。  

そ の 関 係 図 面 は 、 横 浜 市 ま ち づ く り 調 整 局 中 部 建 築 事 務 所 指 導 調

整 課 に お い て 一 般 の 縦 覧 に 供 す る 。  

平 成 17 年 ５ 月 13 日  

横 浜 市 長  中  田    宏  

１  指 定 番 号  

第 17 ・ ２ ・ ２ 号  

２  指 定 年 月 日  

平 成 17 年 ４ 月 28 日  

３  道 路 の 幅 員  

4.50 ｍ  

４  道 路 の 延 長  

  22.65 ｍ  

５  指 定 の 場 所    

神 奈 川 区 神 大 寺 三 丁 目 892 番 の ６ の 一 部  

６  申 請 者 の 氏 名  

   株 式 会 社 ト ー タ ル ホ ー ム ズ  

   代 表 取 締 役  三  浦    靖  
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横 浜 市 公 告 第 397 号  

   建 築 基 準 法 に 基 づ く 道 路 の 位 置 の 指 定  

 建 築 基 準 法 （ 昭 和 25 年 法 律 第 201 号 ） 第 42 条 第 １ 項 第 ５ 号 の 規 定  

に 基 づ き 、 次 の と お り 道 路 の 位 置 を 指 定 し た 。  

 そ の 関 係 図 面 は 、 横 浜 市 ま ち づ く り 調 整 局 中 部 建 築 事 務 所 指 導 調

整 課 に お い て 一 般 の 縦 覧 に 供 す る 。  

平 成 17 年 ５ 月 13 日  

               横 浜 市 長  中  田    宏  

１  指 定 番 号  

  第 17 ・ ５ ・ １ 号  

２  指 定 年 月 日  

  平 成 17 年 ４ 月 25 日  

３  道 路 の 幅 員  

  4.50 ｍ  

４  道 路 の 延 長  

  37.41 ｍ  

５  指 定 の 場 所  

  南 区 弘 明 寺 町 字 山 下 285 番 の 16 及 び 285 番 の 18  

６  申 請 者 の 氏 名  

株 式 会 社 す ま い  

代 表 取 締 役  田  邊  文  明  
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横 浜 市 公 告 第 398 号  

   建 築 基 準 法 に 基 づ く 道 路 の 位 置 の 指 定  

 建 築 基 準 法 （ 昭 和 25 年 法 律 第  201 号 ） 第 42 条 第 １ 項 第 ５ 号 の 規 定

に 基 づ き 、 次 の と お り 道 路 の 位 置 を 指 定 し た 。  

 そ の 関 係 図 面 は 、 横 浜 市 ま ち づ く り 調 整 局 西 部 建 築 事 務 所 指 導 調

整 課 に お い て 一 般 の 縦 覧 に 供 す る 。  

   平 成 17 年 ５ 月 13 日  

横 浜 市 長  中  田    宏  

１  指 定 番 号  

  第 17 ・ ７ ・ ２ 号  

２  指 定 年 月 日  

  平 成 17 年 ４ 月 25 日  

３  道 路 の 幅 員  

  4.50 ｍ  

４  道 路 の 延 長  

  44.52 ｍ  

５  指 定 の 場 所  

  保 土 ケ 谷 区 桜 ケ 丘 一 丁 目 14 番 の ６  

６  申 請 者 の 氏 名  

  三 井 不 動 産 株 式 会 社  

   代 表 取 締 役 社 長  岩  沙  弘  道  
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横 浜 市 公 告 第 399 号  

   建 築 基 準 法 に 基 づ く 道 路 の 位 置 の 指 定  

 建 築 基 準 法 （ 昭 和 25 年 法 律 第  201 号 ） 第 42 条 第 １ 項 第 ５ 号 の 規 定

に 基 づ き 、 次 の と お り 道 路 の 位 置 を 指 定 し た 。  

 そ の 関 係 図 面 は 、 横 浜 市 ま ち づ く り 調 整 局 西 部 建 築 事 務 所 指 導 調

整 課 に お い て 一 般 の 縦 覧 に 供 す る 。  

   平 成 17 年 ５ 月 13 日  

横 浜 市 長  中  田    宏  

１  指 定 番 号  

  第 17 ・ ８ ・ ２ 号  

２  指 定 年 月 日  

  平 成 17 年 ４ 月 27 日  

３  道 路 の 幅 員  

  4.50 ｍ  

４  道 路 の 延 長  

  42.75 ｍ  

５  指 定 の 場 所  

  旭 区 川 島 町 2,058 番 の 12 ほ か １ 筆  

６  申 請 者 の 氏 名  

  弥 生 建 設 株 式 会 社  

   代 表 取 締 役  土  屋  啓  一  
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横 浜 市 公 告 第 400 号  

   建 築 基 準 法 に 基 づ く 道 路 の 位 置 の 指 定  

 建 築 基 準 法 （ 昭 和 25 年 法 律 第  201 号 ） 第 42 条 第 １ 項 第 ５ 号 の 規 定

に 基 づ き 、 次 の と お り 道 路 の 位 置 を 指 定 し た 。  

 そ の 関 係 図 面 は 、 横 浜 市 ま ち づ く り 調 整 局 南 部 建 築 事 務 所 指 導 調

整 課 に お い て 一 般 の 縦 覧 に 供 す る 。  

   平 成 17 年 ５ 月 13 日  

横 浜 市 長  中  田    宏  

１  指 定 番 号  

  第 17 ・ ９ ・ １ 号  

２  指 定 年 月 日  

  平 成 17 年 ４ 月 26 日  

３  道 路 の 幅 員  

  5.00 ｍ  

４  道 路 の 延 長  

  15.76 ｍ  

５  指 定 の 場 所  

  磯 子 区 森 六 丁 目 541 番 の 41  

６  申 請 者 の 氏 名  

大 雄 建 設 株 式 会 社  

代 表 取 締 役  今  田  洋  一   
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横 浜 市 公 告 第 401 号  

   建 築 基 準 法 に 基 づ く 道 路 の 位 置 の 指 定  

 建 築 基 準 法 （ 昭 和 25 年 法 律 第  201 号 ） 第 42 条 第 １ 項 第 ５ 号 の 規 定  

に 基 づ き 、 次 の と お り 道 路 の 位 置 を 指 定 し た 。  

 そ の 関 係 図 面 は 、 横 浜 市 ま ち づ く り 調 整 局 北 部 建 築 事 務 所 指 導 調

整 課 に お い て 一 般 の 縦 覧 に 供 す る 。  

   平 成 17 年 ５ 月 13 日  

                 横 浜 市 長  中  田    宏  

１  指 定 番 号  

  第 17 ・ 12 ・ ３ 号  

２  指 定 年 月 日  

  平 成 17 年 ４ 月 25 日  

３  道 路 の 幅 員  
  5.00 ｍ  

４  道 路 の 延 長  

  9.57 ｍ  

５  指 定 の 場 所  

  緑 区 台 村 町 584 番 の ５ の 一 部 ほ か ２ 筆  

６  申 請 者 の 氏 名  

  株 式 会 社 ベ ン ハ ウ ス  

代 表 取 締 役  荻  間    勉  
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横 浜 市 公 告 第 4 0 2  号                      

   建 築 基 準 法 に 基 づ く 道 路 の 一 部 廃 止              

 建 築 基 準 法 （ 昭 和 2 5年 法 律 第  2 0 1号 ） 第 4 2条 第 ２ 項 の 規 定 に 基 づ

く 道 路 を 、 次 の と お り 廃 止 し た 。   

   平 成 1 7年 ５ 月 1 3日  

                 横 浜 市 長  中  田    宏   

１  廃 止 年 月 日  

    平 成 1 7年 ４ 月 2 6日  

２  廃 止 部 分 の 道 路 の 幅 員  

    4 . 0 0 ｍ  

３  廃 止 部 分 の 道 路 の 延 長  

    4 5 . 2 0 ｍ  

４  廃 止 の 場 所  

  旭 区 鶴 ケ 峰 二 丁 目 6 3番 の ９ の 一 部 ほ か ６ 筆  

５  申 請 者 の 氏 名  

鶴 ヶ 峰 駅 南 口 地 区 市 街 地 再 開 発 組 合  

   理 事 長  嶋  崎  迪  夫  

 

横　浜　市　報　　　　　　　　　　　　　　　　定期第589号　平成17年５月13日

46



横 浜 市 公 告 第 403 号  

   横 浜 港 建 材 ふ 頭 （ 本 牧 ・ 金 沢 ） の 管 理 委 託  

 横 浜 市 港 湾 施 設 使 用 条 例 （ 昭 和 24 年 ９ 月 横 浜 市 条 例 第 49 号 ） 第 21

条 の 規 定 に 基 づ き 、 本 牧 新 建 材 ふ 頭 １ 号 岸 壁 、 ２ 号 岸 壁 及 び Ａ 号 荷

さ ば き 地 並 び に 金 沢 木 材 ふ 頭 Ｃ 号 荷 さ ば き 地 か ら Ｅ 号 荷 さ ば き 地 ま

で 及 び １ 号 物 揚 場 か ら ４ 号 物 揚 場 ま で （ 以 下 「 施 設 」 と い う 。 ） の

管 理 事 務 を 次 の と お り 委 託 し た 。  

平 成 17 年 5 月 13 日  

                                               横 浜 市 長  中  田    宏   

受 託 者 の 名 称  受 託 者 の

所 在 地  

委 託 し た 管 理 事 務 の

範 囲  

委 託 し

た 期 間

横 浜 港 建 材 ふ 頭 運

営 会  

理 事 長  

 金  子     雄  

中 区 本 牧

ふ 頭 19 番

地  

１  委 託 し た 事 務  

 (1)  施 設 の 使 用 許 可

申 請 書 等 の 取 り ま

と め に 関 す る こ と  

。  

 (2)   施 設 の 使 用 調 整

に 関 す る こ と 。  

 (3)  施 設 の 使 用 状 況

等 の 報 告 に 関 す る

こ と 。  

 (4)  施 設 の 保 全 に 関

す る こ と 。   

 (5)  電 気 施 設 に 関 す

る 業 務  

 (6)  そ の 他 の 業 務  

２  １ の 事 務 か ら 除 か

れ る も の  

   (1)  施 設 の 使 用 に 関

す る 処 分 に 係 る 不

服 申 立 て に 関 す る

こ と ｡  

 (2)  施 設 が 損 害 を 受

け た 場 合 の 使 用 者

に 対 す る 補 修 命 令

及 び 損 害 賠 償 の 請

求 に 関 す る こ と ｡  

平 成 17

年 ４ 月

１ 日 か

ら 平 成

18 年 ３

月 31 日

ま で  
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横 浜 市 公 告 第 404 号  

   八 景 島 さ ん 橋 の 管 理 委 託  

  横 浜 市 港 湾 施 設 使 用 条 例 （ 昭 和 24 年 ９ 月 横 浜 市 条 例 第 49 号 ） 第 21

条 の 規 定 に 基 づ き 、 八 景 島 さ ん 橋 （ 以 下 「 施 設 」 と い う 。 ） の 管 理

事 務 を 次 の と お り 委 託 し た 。  

   平 成 17 年 ５ 月 13 日  

                 横 浜 市 長  中  田    宏   

 受 託 者 の 名 称  受 託 者 の

所 在 地  

委 託 し た 管 理 事 務 の

範 囲  

委 託 し た

期 間  

社 団 法 人 横 浜 港 振

興 協 会  

会 長  

 德  川  恒  孝  

中 区 山 下

町 ２ 番 地

施 設 の 維 持 管 理 に 関

す る こ と 。  

平 成 17 年

４ 月 １ 日

か ら 平 成

18 年 ３ 月

31 日 ま で
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横 浜 市 公 告 第 405 号  

   本 牧 ふ 頭 の 上 屋 及 び 荷 さ ば き 地 等 の 管 理 委 託  

 横 浜 市 港 湾 施 設 使 用 条 例 （ 昭 和 24 年 ９ 月 横 浜 市 条 例 第 49 号 。 以 下

「 条 例 」 と い う 。 ） 第 21 条 の 規 定 に 基 づ き 、 本 牧 ふ 頭 Ａ 突 堤 １ 号 上

屋 か ら ３ 号 上 屋 ま で 、 Ｂ 突 堤 １ 号 上 屋 か ら ９ 号 上 屋 ま で 並 び に Ｃ 突

堤 ３ ・ ４ 号 上 屋 、 ５ 号 上 屋 、 ７ 号 上 屋 及 び ９ 号 上 屋 、 Ｄ 突 堤 Ｃ Ｆ Ｓ

１ 号 上 屋 、 Ａ 突 堤 ２ 号 在 来 貨 物 タ ー ミ ナ ル 用 地 及 び ３ 号 在 来 貨 物 タ

ー ミ ナ ル 用 地 、 Ｂ 突 堤 １ 号 在 来 貨 物 タ ー ミ ナ ル 用 地 、 ２ 号 在 来 貨 物

タ ー ミ ナ ル 用 地 及 び ４ 号 在 来 貨 物 タ ー ミ ナ ル 用 地 か ら ９ 号 在 来 貨 物

タ ー ミ ナ ル 用 地 ま で 並 び に Ｃ 突 堤 Ａ 号 在 来 貨 物 タ ー ミ ナ ル 用 地 か ら

Ｃ 号 在 来 貨 物 タ ー ミ ナ ル 用 地 ま で 、 Ａ 突 堤 １ 号 上 屋 付 属 荷 さ ば き 地

か ら ３ 号 上 屋 付 属 荷 さ ば き 地 ま で 、 Ｂ 突 堤 １ 号 上 屋 付 属 荷 さ ば き 地

か ら ９ 号 上 屋 付 属 荷 さ ば き 地 ま で 並 び に Ｃ 突 堤 Ｂ 号 荷 さ ば き 地 及 び

Ｃ 号 荷 さ ば き 地 （ 以 下 「 施 設 」 と い う 。 ） の 管 理 事 務 を 次 の と お り

委 託 し た 。  

   平 成 17 年 ５ 月 13 日  

                 横 浜 市 長  中  田    宏   

受 託 者 の 名 称  受 託 者

の 所 在

地  

委 託 し た 管 理 事 務 の 範 囲  委 託 し

た 期 間

横 浜 港 タ ー ミ ナ ル

運 営 協 会  

理 事 長  

 武  田    攻  

中 区 本

牧 ふ 頭

１ 番 地

１  委 託 し た 事 務  

 (1)  施 設 の 使 用 許 可 申

請 書 及 び 使 用 完 了 届

出 書 の 受 付 及 び 電 算

入 力 事 務 に 関 す る こ

と 。  

 (2)  施 設 の 使 用 許 可 の

と り ま と め に 関 す る

こ と 。  

 (3)  施 設 の 使 用 に 係 る

貨 物 搬 入 出 届 出 書 及

び コ ン テ ナ 搬 入 出 届

出 書 並 び に フ ロ ッ ピ

ー デ ィ ス ク に よ る 搬

入 出 届 出 書 の 受 付 及

び 電 算 入 力 事 務 に 関

す る こ と 。  

 (4)  施 設 の 日 報 、 使 用

料 調 定 原 案 書 及 び 月

末 在 庫 リ ス ト 等 の 電

算 帳 票 の 出 力 事 務 に

関 す る こ と 。  

平 成 17

年 ４ 月

１ 日 か

ら 平 成

18 年 ３

月 31 日

ま で  
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   (5)  条 例 第 ４ 条 、 第 ７

条 及 び 第 ８ 条 並 び に

横 浜 市 港 湾 施 設 使 用

条 例 施 行 規 則 （ 昭 和

26 年 ２ 月 横 浜 市 規 則

第 ３ 号 。 以 下 「 規 則  

」 と い う 。 ） 第 ７ 条

及 び 第 24 条 か ら 第 26

条 ま で の 規 定 に 基 づ

く 使 用 者 に 対 す る 施

設 使 用 上 の 制 限 に 関

す る 指 導 に 関 す る こ

と 。  

 (6)  施 設 の 小 破 修 繕 に

関 す る こ と 。  

 (7)  上 屋 の 鍵 の 保 管 及

び 扉 施 錠 の 点 検 に 関

す る こ と 。  

 (8)  施 設 の 清 掃 指 導 、

施 設 の 浄 化 槽 の 清 掃  

、 小 便 器 汚 水 管 清 掃

に 関 す る こ と 。  

 (9)  施 設 の 使 用 に 関 す

る 業 務 統 計 書 の 作 成

に 関 す る こ と 。  

(10)  本 牧 ふ 頭 事 務 所 の

執 務 時 間 外 に お け る

上 屋 及 び 重 量 物 用 橋

型 起 重 機 の 鍵 の 受 渡

し に 関 す る こ と 。  

(11)  門 衛 業 務 及 び 誘 導

業 務 に 関 す る こ と 。  

(12)  Ｄ 突 堤 全 天 候 は し

け 上 屋 ( Ｌ Ｆ Ｓ ) 、

Ｃ Ｆ Ｓ － １ 及 び Ｃ Ｆ

Ｓ － ２ の 火 災 警 備 に

関 す る こ と 。  

(13)  指 定 可 燃 物 蔵 置 承

認 申 請 書 の 受 付 及 び

件 数 ト ン 調 べ に 関 す

る こ と 。  

(14)  施 設 の 工 事 調 整 に

関 す る こ と 。  

(15)  帳 票 等 の 整 理 及 び

保 管 に 関 す る こ と 。  
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 ２  １ の 事 務 か ら 除 か れ

る も の  

 (1)  港 湾 運 送 事 業 者 の

協 同 化 又 は 協 業 化 を

目 的 と す る 施 設 の 共

同 使 用 及 び そ の 他 の

共 同 使 用 に 係 る 使 用

許 可 に 関 す る こ と 。  

 (2)  本 船 直 結 貨 物 を 蔵

置 す べ き 区 画 の 指 定

に 関 す る こ と 。  

 (3)  条 例 第 ４ 条 、 第 ７

条 及 び 第 ８ 条 並 び に

規 則 第 ７ 条 及 び 第 24

条 か ら 第 26 条 ま で の

規 定 に 基 づ く 施 設 使

用 上 の 制 限 に 関 す る

こ と ｡   

 (4)  施 設 の 使 用 停 止 及

び 使 用 許 可 の 取 消 し

に 関 す る こ と 。  

 (5)  施 設 使 用 料 の 調

定 、 納 入 通 知 及 び 収

納 に 関 す る こ と 。  

 (6)  施 設 使 用 の 処 分 に

係 る 不 服 申 立 て の 処

理 に 関 す る こ と 。  

 (7)  施 設 が 損 害 を 受 け

た と き の 使 用 者 に 対

す る 補 修 命 令 及 び 損

害 賠 償 の 請 求 に 関 す

る こ と ｡   

 (8)  施 設 使 用 料 の 減 免

及 び 還 付 並 び に 罰 則

の 適 用 に 関 す る こ

と 。  
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横 浜 市 公 告 第 406 号  

   港 湾 労 働 者 共 同 住 宅 の 管 理 委 託  

 横 浜 市 港 湾 施 設 使 用 条 例 （ 昭 和 24 年 ９ 月 横 浜 市 条 例 第 49 号 ） 第 21

条 の 規 定 に 基 づ き 、 第 ２ 出 田 町 寮 、 見 晴 橋 住 宅 及 び 第 ２ 新 山 下 寮 （

以 下 「 施 設 」 と い う 。 ） の 管 理 事 務 を 次 の と お り 委 託 し た 。  

   平 成 17 年 ５ 月 13 日  

                 横 浜 市 長  中  田    宏   

 受 託 者 の 名 称  受 託 者 の 所

在 地  

委 託 し た 管 理 事 務 の

範 囲  

委 託 し

た 期 間

社 団 法 人 横 浜 港 湾

福 利 厚 生 協 会  

会 長  

 藤  木  幸  夫  

中 区 山 下 町

279 番 地 の １

１  委 託 し た 事 務  

 (1)  施 設 を 常 に 良 好

な 状 態 に 維 持 管 理

し 、 港 湾 労 働 者 の

利 用 に 供 す る こ と  

。  

 (2)  施 設 の 清 掃 ・ 施

錠 ・ 火 気 取 締 ・ 点

検 等 を 行 い 、 施 設

を 衛 生 的 か つ 安 全

に 管 理 す る こ と 。  

 (3)  施 設 の 小 破 修 繕

に 関 す る こ と 。  

２  １ の 事 務 か ら 除 か

る も の  

 (1)  施 設 の 使 用 者 に

対 す る 損 害 賠 償 の

請 求 に 関 す る こ と  

。  

 (2)  施 設 の 使 用 の 処

分 に 係 る 不 服 申 立

て に 関 す る こ と 。  

 (3)  施 設 の 使 用 停 止

及 び 取 消 に 関 す る

こ と 。  

 (4)  施 設 使 用 料 の 減

免 又 は 還 付 及 び 施

設 の 使 用 に 係 る 罰

則 の 適 用 に 関 す る

こ と 。  

 (5)  使 用 料 の 滞 納 処

分 に 関 す る こ と 。  

平 成 17

年 ４ 月

１ 日 か

ら 平 成

18 年 ３

月 31 日

ま で  
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横 浜 市 公 告 第 407 号  

   横 浜 港 シ ン ボ ル タ ワ ー の 管 理 委 託  

  横 浜 市 港 湾 施 設 使 用 条 例 （ 昭 和 24 年 ９ 月 横 浜 市 条 例 第 49 号 ） 第 21

条 の 規 定 に 基 づ き 、 横 浜 港 シ ン ボ ル タ ワ ー （ 以 下 「 タ ワ ー 」 と い う

。 ） の 管 理 事 務 を 次 の と お り 委 託 し た 。  

   平 成 17 年 ５ 月 13 日  

                 横 浜 市 長  中  田    宏   

 受 託 者 の 名 称  受 託 者

の 所 在

地  

委 託 し た 管 理 事 務 の 範 囲  委 託 し

た 期 間

横 浜 港 タ ー ミ ナ ル

運 営 協 会  

理 事 長  

 武  田    攻  

中 区 本

牧 ふ 頭

１ 番 地

１  タ ワ ー の 維 持 管 理 に

関 す る こ と 。  

２  タ ワ ー の 秩 序 維 持 に

関 す る こ と ｡  

平 成 17

年 ４ 月

１ 日 か

ら 平 成

18 年 ３

月 31 日

ま で  
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横 浜 市 公 告 第 408 号  

   横 浜 市 本 牧 海 づ り 施 設 の 管 理 委 託  

 横 浜 市 海 づ り 施 設 条 例 （ 昭 和 53 年 ７ 月 横 浜 市 条 例 第 40 号 ） 第 ８ 条

第 １ 項 の 規 定 に 基 づ き 、 横 浜 市 本 牧 海 づ り 施 設 （ 以 下 「 施 設 」 と い

う 。 ） の 管 理 事 務 を 次 の と お り 委 託 し た 。  

   平 成 17 年 ５ 月 13 日  

                 横 浜 市 長  中  田    宏   

受 託 者 の 名 称  受 託 者

の 所 在

地  

委 託 し た 管 理 事 務 の 範 囲  委 託 し

た 期 間

横 浜 市 海 づ り 施 設

運 営 会  

理 事 長  

 大  森    敬  

中 区 本

牧 ふ 頭

１ 番 地

１  委 託 し た 事 務  

 (1)  施 設 を 常 に 良 好 な

状 態 に 維 持 管 理 し 、

市 民 の 利 用 に 供 す る

こ と 。  

 (2)  使 用 券 及 び 回 数 券

等 の 交 付 及 び 保 管 に

関 す る こ と 。  

 (3)  入 場 者 の 整 理 、 規

制 等 施 設 内 の 秩 序 維

持 に 関 す る こ と 。  

 (4)  監 視 等 入 場 者 の 安

全 確 保 及 び つ り 指 導

に 関 す る こ と 。  

 (5)  横 浜 市 海 づ り 施 設

条 例 施 行 規 則 の 一 部

を 改 正 す る 規 則 （ 平

成 ８ 年 ３ 月 横 浜 市 規

則 第 32 号 ） 附 則 第 ５

項 に 規 定 す る 使 用 料

の 返 還 に 関 す る こ と  

  。  

２  １ の 事 務 か ら 除 か れ

る も の  

 (1)  施 設 使 用 者 に 対 す

る 処 分 に 係 る 不 服 申

立 て に 関 す る こ と 。  

 (2)  施 設 使 用 料 の 減 免

及 び 返 還 に 関 す る こ

と 。 た だ し 、 前 項 第

５ 号 に 規 定 す る も の

を 除 く 。  

 (3)  施 設 の 大 規 模 な 修

繕 に 関 す る こ と 。  

平 成 17

年 ４ 月

１ 日 か

ら 平 成

18 年 ３

月 31 日

ま で  
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横 浜 市 公 告 第 409 号  

   横 浜 市 磯 子 海 づ り 施 設 の 管 理 委 託  

 横 浜 市 海 づ り 施 設 条 例 （ 昭 和 53 年 ７ 月 横 浜 市 条 例 第 40 号 ） 第 ８ 条

第 １ 項 の 規 定 に 基 づ き 、 横 浜 市 磯 子 海 づ り 施 設 （ 以 下 「 施 設 」 と い

う 。 ） の 管 理 事 務 を 次 の と お り 委 託 し た 。  

   平 成 17 年 ５ 月 13 日  

                 横 浜 市 長  中  田    宏   

 受 託 者 の 名 称  受 託 者 の

所 在 地  

委 託 し た 管 理 事 務 の

範 囲  

委 託 し

た 期 間

横 浜 市 タ ー ミ ナ ル

運 営 協 会  

理 事 長  

 武  田    攻  

中 区 本 牧

ふ 頭 １ 番

地  

１  委 託 し た 事 務  

 (1)  施 設 を 常 に 良 好

な 状 態 に 維 持 管 理

し 、 市 民 の 利 用 に

供 す る こ と 。  

 (2)  使 用 券 及 び 回 数

券 等 の 交 付 及 び 保

管 に 関 す る こ と 。  

 (3)  入 場 者 の 整 理 、

規 制 等 施 設 内 の 秩

序 維 持 に 関 す る こ

と 。  

 (4)  監 視 等 入 場 者 の

安 全 確 保 及 び つ り

指 導 に 関 す る こ と

。  

２  １ の 事 務 か ら 除 か

れ る も の  

 (1)  施 設 使 用 者 に 対

す る 処 分 に 係 る 不

服 申 立 て に 関 す る

こ と 。  

 (2)  施 設 使 用 料 の 減

免 及 び 返 還 に 関 す

る こ と 。 た だ し 、

前 項 第 ５ 号 に 規 定

す る も の を 除 く 。  

 (3)  施 設 の 大 規 模 な

修 繕 に 関 す る こ と  

。  

平 成 17

年 ４ 月

１ 日 か

ら 平 成

18 年 ３

月 31 日

ま で  
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横 浜 市 公 告 第 410 号  

   本 牧 ふ 頭 駐 車 場 使 用 料 の 管 理 委 託  

 横 浜 市 港 湾 施 設 使 用 条 例 （ 昭 和 24 年 ９ 月 横 浜 市 条 例 第 49 号 ） 第 21

条 の 規 定 に 基 づ き 、 本 牧 ふ 頭 駐 車 場 （ 以 下 「 駐 車 場 」 と い う 。 ） の

管 理 事 務 を 次 の と お り 委 託 し た 。  

   平 成 17 年 ５ 月 13 日  

                 横 浜 市 長  中  田    宏   

受 託 者 の 名 称  受 託 者 の 所

在 地  

委 託 し た 管 理 事

務 の 範 囲  

委 託 し た

期 間  

横 浜 市 海 づ り 施 設

運 営 会  

理 事 長  

 大  森    敬  

中 区 本 牧 ふ

頭 １ 番 地  

駐 車 場 内 の 維 持 管

理 に 関 す る こ と 。  

平 成 17 年

４ 月 １ 日

か ら 平 成

18 年 ３ 月

31 日 ま で
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区 告 示
 

泉 区 告 示 第 ９ 号  

地 縁 に よ る 団 体 の 認 可          

 地 方 自 治 法 （ 昭 和 2 2 年 法 律 第 6 7 号 ） 第 2 6 0 条 の ２ 第 １ 項 に 規 定 す

る 地 縁 に よ る 団 体 と し て 、 次 の と お り 認 可 し た 。  

      平 成 1 7年 ５ 月 1 3日   

                        横 浜 市 泉 区 長  池   田  輝   政  

１  名 称  

光 ヶ 丘 町 内 会  

２  規 約 に 定 め る 目 的  

  民 主 主 義 の 精 神 に 基 づ き 、 会 員 の 共 同 生 活 を 通 じ 、 会 員 相 互 の   

親 睦 と 福 祉 を 増 進 し 、 地 域 社 会 の 向 上 発 展 を 図 る こ と を 目 的 と す   

る 。  

３  区 域  

   泉 区 白 百 合 三 丁 目 ２ 番 １ 号 か ら ２ 番 ７ 号 ま で 、 1 0番 か ら 2 4番 ま

で 、 2 6番 2 8号 か ら 2 6番 3 5号 ま で 及 び 3 2番 、 中 田 東 四 丁 目 1 4番 １ 号

か ら 1 4番 1 2 号 ま で 及 び 1 4番 4 1 号 並 び に 岡 津 町 1 , 0 3 5 番 地 の ３ か ら

1 , 0 3 5 番 地 の ６ ま で 及 び 1 , 0 3 6 番 地 の ２ か ら 1 , 0 3 6 番 地 の ４ ま で の

区 域  

４  事 務 所  

  泉 区 白 百 合 三 丁 目 1 8番 ２ 号  

５  代 表 者 の 氏 名 及 び 住 所  

平    大  吉  

泉 区 白 百 合 三 丁 目 3 2番 ５ 号  

６  裁 判 所 に よ る 代 表 者 の 職 務 執 行 の 停 止 の 有 無 並 び に 職 務 代 行 者   

の 選 任 の 有 無  

  無  

７  代 理 人 の 有 無  

    無  

８  認 可 年 月 日  

    平 成 1 7年 ４ 月 2 5日  
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港 南 区 告 示 第 ５ 号  

   地 縁 に よ る 団 体 の 認 可 の 告 示 事 項 の 変 更  

 地 方 自 治 法 （ 昭 和 22 年 法 律 第 67 号 ） 第 260 条 の ２ 第1 1 項 の 規 定 に

基 づ き 、 上 永 谷 富 士 見 台 睦 会 か ら 次 の と お り 地 縁 に よ る 団 体 の 認 可

の 告 示 事 項 を 変 更 し た 旨 の 届 出 が あ っ た 。  

   平 成 17 年 ５ 月 13 日  

               横 浜 市 港 南 区 長  安  武  啓  揮  

変 更 し た 事 項  変   更   前  変   更   後  

代 表 者 の 氏 名 及 び

住 所  

宮  岡  和  美  

港 南 区 上 永 谷 一 丁 目

20 番 ３ 号  

川  添  賢  二  

港 南 区 上 永 谷 一 丁 目 ７

番 27 号  
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金 沢 区 告 示 第 23 号  

地 縁 に よ る 団 体 の 認 可 の 告 示 事 項 の 変 更  

地 方 自 治 法 （ 昭 和 22 年 法 律 第 67 号 ） 第 260 条 の 2 第 11 項 の 規 定 に

基 づ き 、 能 見 台 三 丁 目 町 内 会 か ら 次 の と お り 地 縁 に よ る 団 体 の 認 可

の 告 示 事 項 を 変 更 し た 旨 の 届 出 が あ っ た 。  

平 成 17 年 ５ 月 13 日  

横 浜 市 金 沢 区 長   横  松  進 一 郎 

変 更 し た 事 項  変  更  前  変  更  後  

代 表 者 の 氏 名 及

び 住 所  

山  本  優  子  

金 沢 区 能 見 台 三 丁 目 ４

番 ２ 号  

永  井  喜 美 恵  

金 沢 区 能 見 台 三 丁 目 40

番 ７ 号  
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区 公 告

港 北 区 公 告 第 5 0号 （ 平 成 1 7年 ４ 月 ６ 日 掲 示 済 ）

横 浜 市 菊 名 地 区 セ ン タ ー 等 の 管 理 委 託

横 浜 市 地 区 セ ン タ ー 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例 （ 平 成 1 5年 1 0月 横

浜 市 条 例 第 4 8号 ） に よ る 改 正 前 の 横 浜 市 地 区 セ ン タ ー 条 例 （ 昭 和 4 8

年 ６ 月 横 浜 市 条 例 第 4 6号 ） 第 ４ 条 の 規 定 に 基 づ き 、 横 浜 市 菊 名 地 区

セ ン タ ー 等 （ 以 下 「 地 区 セ ン タ ー 」 と い う 。 ） の 管 理 事 務 を 次 の と

お り 委 託 し た 。

平 成 1 7年 ４ 月 ６ 日

横 浜 市 港 北 区 長 石 阪 丈 一

施 設 の 受 託 者 の 受 託 者 委 託 し た 管 理 委 託 し

名 称 名 称 の 所 在 事 務 の 範 囲 た 期 間

地

横 浜 市 港 北 区 区 民 利 用 施 港 北 区 １ 委 託 し た 事 平 成 1 7

菊 名 地 設 協 会 菊 名 六 務 年 ４ 月

区 セ ン 会 長 丁 目 1 8 ( 1 ) 地 区 セ ン １ 日 か

タ ー 大 谷 宗 弘 番 1 0号 タ ー の 運 営 ら 平 成

横 浜 市 に 関 す る こ 1 8年 ３

篠 原 地 と 。 月 3 1日

区 セ ン ( 2 ) 地 区 セ ン ま で

タ ー タ ー の 維 持

横 浜 市 管 理 に 関 す

綱 島 地 る こ と 。

区 セ ン ２ １ の 事 務 か

タ ー ら 除 か れ る も

横 浜 市 の

新 田 地 ( 1 ) 地 区 セ ン

区 セ ン タ ー の 利 用

タ ー 者 に 対 す る

横 浜 市 損 害 賠 償 の

日 吉 地 請 求 に 関 す

区 セ ン る こ と 。

タ ー ( 2 ) 地 区 セ ン

菊 名 コ タ ー の 利 用

ミ ュ ニ に 関 す る 処

テ ィ ハ 分 に 係 る 不

ウ ス 服 申 立 て に

関 す る こ と

横　浜　市　報　　　　　　　　　　　　　　　　定期第589号　平成17年５月13日

60



横 浜 市 。

小 机 ス

ポ ー ツ

会 館
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港 北 区 公 告 第 5 1号 （ 平 成 1 7年 ４ 月 ６ 日 掲 示 済 ）

横 浜 市 綱 島 公 園 こ ど も ロ グ ハ ウ ス の 管 理 委 託

横 浜 市 公 園 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例 （ 平 成 1 6年 ３ 月 横 浜 市 条 例

第 1 6号 ） に よ る 改 正 前 の 横 浜 市 公 園 条 例 （ 昭 和 3 3年 ３ 月 横 浜 市 条 例

第 1 1号 ） 第 2 9条 第 ２ 項 の 規 定 に 基 づ き 、 横 浜 市 綱 島 公 園 こ ど も ロ グ

ハ ウ ス （ 以 下 「 ロ グ ハ ウ ス 」 と い う 。 ） の 管 理 事 務 を 次 の と お り 委

託 し た 。

平 成 1 7年 ４ 月 ６ 日

横 浜 市 港 北 区 長 石 阪 丈 一

受 託 者 の 受託者の 委 託 し た 管 理 委 託 し た

名 称 所 在 地 事 務 の 範 囲 期 間

港 北 区 区 民 利 用 施 設 港 北 区 １ 委 託 し た 事 務 平 成 1 7年

協 会 菊 名 六 ( 1 ) ロ グ ハ ウ ス の ４ 月 １ 日

会 長 丁 目 1 8 運 営 に 関 す る こ か ら 平 成

大 谷 宗 弘 番 1 0号 と 。 1 8年 ３ 月

( 2 ) ロ グ ハ ウ ス の 3 1日 ま で

維 持 管 理 に 関 す

る こ と 。

２ １ の 事 務 か ら 除

か れ る も の

( 1 ) ロ グ ハ ウ ス の

利 用 者 に 対 す る

損 害 賠 償 の 請 求

に 関 す る こ と 。

( 2 ) ロ グ ハ ウ ス の

利 用 に 関 す る 処

分 に 係 る 不 服 申

立 て に 関 す る こ

と 。
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港 北 区 公 告 第 5 2号 （ 平 成 1 7年 ４ 月 ６ 日 掲 示 済 ）

老 人 福 祉 セ ン タ ー 横 浜 市 菊 名 寿 楽 荘 の 管 理 委 託

横 浜 市 老 人 福 祉 施 設 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例 （ 平 成 1 6年 ３ 月 横

浜 市 条 例 第 1 1号 ） に よ る 改 正 前 の 横 浜 市 老 人 福 祉 施 設 条 例 （ 昭 和 3 8

年 1 2月 横 浜 市 条 例 第 4 3号 ） 第 ９ 条 第 ２ 項 の 規 定 に 基 づ き 、 老 人 福 祉

セ ン タ ー 横 浜 市 菊 名 寿 楽 荘 （ 以 下 「 セ ン タ ー 」 と い う 。 ） の 管 理 事

務 を 次 の と お り 委 託 し た 。

平 成 1 7年 ４ 月 ６ 日

横 浜 市 港 北 区 長 石 阪 丈 一

受 託 者 の 受 託 者 の 委 託 し た 管 理 委 託 し

名 称 所 在 地 事 務 の 範 囲 た 期 間

財 団 法 人 横 浜 市 老 神 奈 川 区 １ 委 託 し た 事 務 平 成 1 7

人 ク ラ ブ 連 合 会 立 町 2 0番 ( 1 ) セ ン タ ー の 運 年 ４ 月

理 事 長 地 の １ 営 に 関 す る こ と １ 日 か

土 屋 重 雄 。 ら 平 成

( 2 ) セ ン タ ー の 維 1 8年 ３

持 管 理 に 関 す る 月 3 1日

こ と 。 ま で

( 3 ) そ の 他 老 人 福

祉 に 必 要 な 事 業

に 関 す る こ と 。

２ １ の 事 務 か ら 除

か れ る も の

( 1 ) セ ン タ ー の 利

用 者 に 対 す る 損

害 賠 償 の 請 求 に

関 す る こ と 。

( 2 ) セ ン タ ー の 利

用 に 関 す る 処 分

に 係 る 不 服 申 立

て に 関 す る こ と

。
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南 区 公 告 第 56 号 （ 平 成 17 年 ４ 月 18 日 掲 示 済 ）  

横 浜 市 大 岡 地 区 セ ン タ ー 等 の 管 理 委 託  

横 浜 市 地 区 セ ン タ ー 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例 （ 平 成 15 年 10 月 横

浜 市 条 例 第 48 号 ） に よ る 改 正 前 の 横 浜 市 地 区 セ ン タ ー 条 例 （ 昭 和 48

年 ６ 月 横 浜 市 条 例 第 46 号 ） 第 ４ 条 の 規 定 に 基 づ き 、 横 浜 市 大 岡 地 区

セ ン タ ー 等 の 管 理 事 務 を 次 の と お り 委 託 し た 。  

   平 成 17 年 ４ 月 18 日   

                    横 浜 市 南 区 長  渡  辺  興  三  

施設の名称 受託者の名称 受託者の

所在地 

委託した管理事務の範囲 委託した

期間 

横浜市大岡

地 区 セ ン 

ター 

横浜市永田

地 区 セ ン 

ター 

横浜市南地

区センター 

１ 委託した事務 

(1) 地区センターの運営に関すること。 

(2)  地区センターの維持管理に関するこ 

と。 

２  １の事務から除かれるもの 

(1)  地区センターの利用者に対する損害 

賠償の請求に関すること。 

(2)  地区センターの利用に関する処分に 

係る不服申立てに関すること。 

睦コミュニ

ティハウス 

１ 委託した事務 

(1)  コミュニティハウスの運営に関する 

こと。 

(2)  コミュニティハウスの維持管理に関 

すること。 

２  １の事務から除かれるもの 

(1) コミュニティハウスの利用者に対す 

る損害賠償の請求に関すること。 

(2) コミュニティハウスの利用に関する 

処分に係る不服申立てに関すること。 

横浜市六ツ

川スポーツ

会館 

南区区民利用施設 

協会 

会長 

石 井 正 雄 

南区南太

田二丁目

32 番 1 号

１  委託した事務 

(1)  スポーツ会館の運営に関すること。

(2)  スポーツ会館の維持管理に関するこ 

と。 

２ １の事務から除かれるもの 

(1)  スポーツ会館の利用者に対する損害 

賠償の請求に関すること。 

(2) スポーツ会館の利用に関する処分に 

係る不服申立てに関すること。 

平成17年

４月1日

から平成

18年３月

31日まで
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南 区 公 告 第 58 号 （ 平 成 17 年 ４ 月 18 日 掲 示 済 ）  

   横 浜 市 永 田 み な み 台 公 園 こ ど も ロ グ ハ ウ ス の 管 理 委 託  

 横 浜 市 公 園 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例 （ 平 成 16 年 ３ 月 横 浜 市 条 例

第 16 号 ） に よ る 改 正 前 の 横 浜 市 公 園 条 例 （ 昭 和 33 年 ３ 月 横 浜 市 条 例

第 11 号 ） 第 29 条 第 ２ 項 の 規 定 に 基 づ き 、 横 浜 市 永 田 み な み 台 公 園 こ

ど も ロ グ ハ ウ ス （ 以 下 「 ロ グ ハ ウ ス 」 と い う 。 ） の 管 理 事 務 を 次 の

と お り 委 託 し た 。  

   平 成 17 年 ４ 月 18 日                       

横 浜 市 南 区 長  渡  辺  興  三   

受託者の名称 受託者の所在地 委託した管理事務の範囲 委託した期

間 

南区区民利用施設協

会 

会長 

石 井 正 雄 

南区南太田二丁

目32番１号 

１ 委託した事務 

(1) ログハウスの運営に関すること

。 

(2) ログハウスの維持管理に関する

こと。 

２ １の事務から除かれるもの 

(1) ログハウスの利用者に対する損

害賠償の請求に関すること。 

(2) ログハウスの利用に関する処分

に係る不服申立てに関すること。 

平成17年４

月１日から

平成18年３

月31日まで
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南 区 公 告 第 57 号 （ 平 成 17 年 ４ 月 18 日 掲 示 済 ）  

   老 人 福 祉 セ ン タ ー 横 浜 市 南 寿 荘 の 管 理 委 託  

 横 浜 市 老 人 福 祉 施 設 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例 （ 平 成 16 年 ３ 月 横

浜 市 条 例 第 11 条 ） に よ る 改 正 前 の 横 浜 市 老 人 福 祉 施 設 条 例 （ 昭 和 38

年 12 月 横 浜 市 条 例 第 43 号 ） 第 ９ 条 第 ２ 項 の 規 定 に 基 づ き 、 横 浜 市 南

寿 荘 （ 以 下 「 南 寿 荘 」 と い う 。 ） の 管 理 事 務 を 次 の と お り 委 託 し た

。  

   平 成 17 年 ４ 月 18 日  

               横 浜 市 南 区 長  渡  辺  興  三

受託者の名称 受託者の所

在地 

委託した管理事務の範囲 委託した期間 

南区区民利用施設協会 

会長 

石 井 正 雄 

南区南太田

二丁目32番

１号 

１ 委託した事務 

(1)  南寿荘の運営に関すること。 

(2)  南寿荘の維持管理に関するこ

と。 

(3)  その他老人福祉に必要な事業

に関すること。 

２ １の事務から除かれるもの 

(1)  南寿荘の利用者に対する損害

賠償の請求に関すること。 

(2) 南寿荘の利用に関する処分に

係る不服申立てに関すること。 

平成17年４月１

日から平成18年

３月31日まで 
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金 沢 区 公 告 第 21 号  

横 浜 市 金 沢 地 区 セ ン タ ー 等 の 管 理 委 託  

 横 浜 市 地 区 セ ン タ ー 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例 （ 平 成 15 年 10 月 横

浜 市 条 例 第 48 号 ） に よ る 改 正 前 の 横 浜 市 地 区 セ ン タ ー 条 例 （ 昭 和 48

年 ６ 月 横 浜 市 条 例 第 46 号 ） 第 ４ 条 の 規 定 に 基 づ き 、 横 浜 市 金 沢 地 区

セ ン タ ー 等 （ 以 下 「 地 区 セ ン タ ー 」 と い う 。 ） の 管 理 事 務 を 次 の と

お り 委 託 し た 。  

平 成 17 年 ５ 月 13 日  

横 浜 市 金 沢 区 長   横  松  進 一 郎   

施 設 の

名 称  

 受 託 者 の 名 称  受 託 者

の 所 在

地  

委 託 し た 管 理 事 務

の 範 囲  

委 託 し

た 期 間

横 浜 市

金 沢 地

区 セ ン

タ ー  

横 浜 市

釜 利 谷

地 区 セ

ン タ ー  

横 浜 市

富 岡 並

木 地 区

セ ン タ

ー  

横 浜 市

能 見 台

地 区 セ

ン タ ー  

横 浜 市

六 浦 地

区 セ ン

タ ー  

横 浜 市

柳 町 コ

ミ ュ ニ

テ ィ ハ

ウ ス  

金 沢 区 区 民 利 用 施

設 協 会  

会 長  

 横  井  正  巳

 

金 沢 区

泥 亀 二

丁 目 ９

番 １ 号

１  委 託 し た 事 務  

(1) 地 区 セ ン タ

ー の 運 営 に 関

す る こ と 。  

 (2) 地 区 セ ン タ

ー の 維 持 管 理

に 関 す る こ と

。  

２  １ の 事 務 か ら

除 か れ る も の  

 (1) 地 区 セ ン タ

ー の 利 用 者 に

対 す る 損 害 賠

償 の 請 求 に 関

す る こ と 。  

 (2) 地 区 セ ン タ

ー の 利 用 に 対

す る 処 分 に 係

る 不 服 申 立 て

に 関 す る こ と

。  

平 成 17

年 ４ 月

１ 日 か

ら 平 成

18 年 ３

月 31 日

ま で  
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横 浜 市

六 浦 ス

ポ ー ツ

会 館  
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金 沢 区 公 告 第 22 号 

   横 浜 市 富 岡 八 幡 公 園 こ ど も ロ グ ハ ウ ス の 管 理 委 託  

  横 浜 市 公 園 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例 （ 平 成 16 年 ３ 月 横 浜 市 条 例

第 16 号 ） に よ る 改 正 前 の 横 浜 市 公 園 条 例 （ 昭 和 33 年 ３ 月 横 浜 市 条 例

第 11 号 ） 第 29 条 第 ２ 項 の 規 定 に 基 づ き 、 横 浜 市 富 岡 八 幡 公 園 こ ど も

ロ グ ハ ウ ス （ 以 下 「 ロ グ ハ ウ ス 」 と い う 。 ） の 管 理 事 務 を 次 の と お

り 委 託 し た 。 

       平 成 17 年 ５ 月 13 日 

横 浜 市 金 沢 区 長   横  松  進 一 郎 

受 託 者 の 名 称  
受 託 者 の

所 在 地  

委 託 し た 管 理 事 務 の 範

囲  

委 託 し た

期 間  

１  委 託 し た 事 務  

   (1)   ロ グ ハ ウ ス の 運

営 に 関 す る こ と ｡  

   (2)  ロ グ ハ ウ ス の 維

持 管 理 に 関 す る こ

と 。  

金 沢 区 区 民 利 用 施

設 協 会  

会 長  

横  井  正  巳  

   

金 沢 区 泥

亀 二 丁 目

９ 番 １ 号

２  １ の 事 務 か ら 除 か

れ る も の  

   (1)  ロ グ ハ ウ ス の 利

用 者 に 対 す る 損 害

賠 償 の 請 求 に 関 す

る こ と ｡  

   (2)  ロ グ ハ ウ ス の 利

用 に 関 す る 処 分 に

係 る 不 服 申 立 て に

関 す る こ と 。  

平 成 17 年

４ 月 １ 日

か ら 平 成

18 年 ３ 月

31 日 ま で
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病 院 経 営 局
 

病 院 経 営 局 告 示 第 1 5号  

   横 浜 市 立 市 民 病 院 医 業 収 益 の 収 納 事 務 の 委 託  

 地 方 公 営 企 業 法 （ 昭 和 2 7年 法 律 第 2 9 2号 ） 第 3 3条 の ２ の 規 定 に よ

り 、 横 浜 市 立 市 民 病 院 医 業 収 益 の う ち が ん 検 診 セ ン タ ー 収 益 （ 検 診

車 で 行 う 胃 が ん 検 診 に 限 る 。 ） の 収 納 事 務 を 次 の と お り 委 託 し た 。  

   平 成 1 7年 ５ 月 1 3日  

病 院 事 業 管 理 者  

病 院 経 営 局 長  岩  﨑    榮  

受 託 者 の 名 称  受 託 者 の 所 在 地  委 託 し た 期 間  

日 本 道 路 興 運 株 式

会 社 神 奈 川 営 業 所

所 長  

 黒  木  一  彦

大 和 市 中 央 ２ 丁 目

１ 番 1 5号  

平 成 1 7年 ４ 月 １ 日 か ら

平 成 1 8年 ３ 月 3 1日 ま で
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